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○包括外部監査の結果に基づく措置状況の公表

栃木県監査委員告示第６号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定に基づき、栃木県知事から平成27年度包括外

部監査結果に対して講じた措置について通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。

平成29年３月31日

栃木県監査委員 五十嵐 清

同 山 形 修 治

同 金 井 弘 行

同 石 﨑 均

行第172号

平成29年３月９日

栃木県監査委員 五十嵐 清 様

同 山 形 修 治 様

同 金 井 弘 行 様

同 石 﨑 均 様

栃木県知事 福 田 富 一

平成27年度包括外部監査結果に対する措置について（通知）

このことについて、別添のとおり措置を講じましたので、地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき通

知します。

平成27年度包括外部監査結果に対する措置状況

県税の賦課徴収事務について

項 目 監査結果 講じた措置

１ 個人県民税

( 1 ) 地 方 税 協 働 徴 収 年 金 で 生 活 す る 滞 納 者 の 未 納額 こ れ ま で も 、 市 町 に 定 期 的 に 大

担当業務について が 約 2,5 8 1千 円 と 過 大 で 、 分 納 誓 口 滞 納 案 件 の 報 告 を 求 め 、 市 町 と

約書に基づく納税スケジュールで の 連 携 を 密 に し て 、 地 方 税 法 第 48

は、完納までに 10年以上の期間を 条 に 基 づ く 徴 収 の 引 継 ぎ を 受 け て

要する案件があった。未納額がこ いる。

のように過大になる前に市町と連 更 に 、 平 成 28年 度 か ら は 、 年 度

絡を密にし、協働徴収を早期に着 途 中 で 大 口 滞 納 が 発 生 し た 場 合 に

手すべきである。 は 、 そ の 都 度 協 議 し 積 極 的 に 引 継

ぎ を 受 け る こ と と し た 。

（税務課）

分納誓約の不履行者に対して、 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

約８か月間催告をしていなかった 度 に 催 告 実 施 後 勤 務 先 へ 給 与 照 会

案件があった。差押等を検討すべ を し た 結 果 、 分 納 を 再 開 し た 。 今

きである。 後 、 分 納 不 履 行 と な っ た 場 合 は 滞

納処分に速やかに移行する。

ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。
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つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。

（税務課）

滞納者の勤務先に給与照会を行 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

ったが応答がなく、以降約９か月 度 に 勤 務 先 へ 臨 店 し た と こ ろ 滞 納

間、滞納整理手続を行っていない 者 は 既 に 退 職 し て い た た め 、 滞 納

案件があった。勤務先への照会書 者 宅 へ 臨 宅 し 本 人 の 現 況 を 確 認 し

回答の送付依頼、滞納者の現況把 た 結 果 、 収 入 が 無 い こ と が 判 明 し

握のための臨宅等を行うべきであ た 。 今 後 は 定 期 的 に 状 況 把 握 に 努

る。 める。

ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

ついて進行管理の徹底を図った。

（税務課）

分納誓約の履行がない滞納者に 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

対して、約５か月間、催告等の手 度 に 催 告 実 施 後 、 勤 務 先 へ 給 与 照

続をしていない案件があった。滞 会 を し た と こ ろ 滞 納 者 は 既 に 退 職

納者の現状把握を行い、催告や給 し て い た た め 、 滞 納 者 宅 へ 臨 宅 し

与照会に基づく差押を行うべきで 納 税 指 導 を 行 っ た 結 果 、 分 納 を 再

ある。 開 し た 。 今 後 、 分 納 不 履 行 と な っ

た 場 合 は 速 や か に 滞 納 処 分 を 行 っ

ていく。

ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。

（税務課）

滞納者に対して分納誓約の内容 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

を電話で確認し、返信を依頼して 度 に 勤 務 先 へ 給 与 照 会 を し た と こ

誓約書様式を送付したが、返信未 ろ 、 滞 納 者 か ら の 分 納 の 申 出 が あ

入手のままで約５か月経過してい っ た 。 そ の 後 、 分 納 誓 約 が 誠 実 に

る案件があった。誓約書を早期に 履行され、完納に至った。

入手し、給与差押等を検討すべき ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

である。 い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。

（税務課）

(2 ) 個 人 住 民 税 徴 収 個人県民税は、各市町が個人市 平 成 28年 度 か ら 、 市 町 に お い て

業 務 に お け る 県 と 町村民税と合わせて個人住民税と 大 口 滞 納 者 や 徴 収 困 難 滞 納 者 を リ

市 町 の 協 力 強 化 に して賦課徴収している。よって、 ス ト 化 し 、 そ れ を 基 に 協 議 の 上 、

ついて 納税者が滞納しており市町で徴収 地 方 税 法 第 48条 に 基 づ く 引 継 ぎ を

ができない場合には個人県民税も 受けることとした。

未納となってしまう。 ま た 、 年 度 途 中 で 大 口 滞 納 が 発

現在県は、地方税法第 48条に基 生 し た 場 合 に は 、 そ の 都 度 、 協 議

づき、個人住民税の徴収引継を実 を し 、 積 極 的 に 徴 収 の 引 継 ぎ を 受

施している。 けることとした。 （税務課）

市町から県への徴収引き継ぎは、

高額・徴収困難案件を中心に引き

継ぐよう県が市町に要請を行って

いるが、最終的には市町が選定し

たものを引き受けることになる。
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徴収率をあげるためには、県が

市町に要請している高額・徴収困

難案件を積極的に引き受け、滞納

期間が長期化する以前に徴収する

ことで徴収実績をあげていくこと

が重要である。

しかし、県は市町から滞納者の

総件数及び滞納税額の総額につい

て報告を受けているが、全ての個

人別の詳細についてまでは把握し

ていない。今後は、市町と個人別

の詳細な情報の共有をさらに進展

させ、徴収引受対象とすべき高額

・徴収困難案件の取りこぼしがな

いよう県と市町の徴収引き継ぎ対

象の協議の強化を図っていくべき

である。

(3 ) 特 別 徴 収 の 一 斉 県では県内全市町において、平 地 方 税 法 の 改 正 に よ り 、 平 成 28

指 定 へ の 対 応 に つ 成 2 7年 度 か ら 給 与 の 支 払 い を 行 年 度 か ら 、 現 年 課 税 分 の み の 案 件

いて い、所得税の源泉徴収を行ってい に つ い て も 地 方 税 法 第 48条 の 徴 収

る事業者を、特別徴収義務者とし 引 継 が 可 能 と な っ た こ と か ら 、 特

て一斉指定することになった。 別 徴 収 義 務 者 に 係 る 大 口 滞 納 案 件

これに伴い、従来普通徴収によ の 報 告 を 求 め 、 市 町 と の 連 携 を 密

り納税者が納付していたところ、 に し て 、 滞 納 期 間 の 長 期 化 防 止 を

給与支給額から天引きし事業者が 図ることとした。 （税務課）

納税者に代わって納入することに

なるので徴収率があがることが期

待される。

しかし、なかには事業者が特別

徴収への対応を失念してしまうこ

とも考えられ、そうなると滞納期

間が長期化し徴収が困難となる。

そこで、県は市町と個人住民税の

特別徴収義務者一斉指定の事務に

係る情報交換会を実施している。

情報交換会では滞納整理方針につ

いて協議し、特別徴収実施指導や

滞納繰越のある特別徴収義務者に

対する地方税法第 48条での引き継

ぎ等の施策を掲げている。

今後、実働段階において滞納期

間の長期化を避けるため、県が積

極的に関与できるよう体制の強化

を図っていくことを期待する。

２ 法 人 県 民 税 ・ 事

業税

( 1 ) 税 務 オ ン ラ イ ン 収受された申告書は、職員によ 平 成 28年 10月 か ら 、 税 務 オ ン ラ

シ ス テ ム へ の 入 力 り税務オンラインシステムに入力 イ ン シ ス テ ム へ の 入 力 事 項 の 確 認

及 び チ ェ ッ ク に つ されるが、入力後のチェックも入 は 複 数 の 職 員 で 行 い 、 申 告 書 や 調

（税務課）

滞納者の勤務先に給与照会を行 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

ったが応答がなく、以降約９か月 度 に 勤 務 先 へ 臨 店 し た と こ ろ 滞 納

間、滞納整理手続を行っていない 者 は 既 に 退 職 し て い た た め 、 滞 納

案件があった。勤務先への照会書 者 宅 へ 臨 宅 し 本 人 の 現 況 を 確 認 し

回答の送付依頼、滞納者の現況把 た 結 果 、 収 入 が 無 い こ と が 判 明 し

握のための臨宅等を行うべきであ た 。 今 後 は 定 期 的 に 状 況 把 握 に 努

る。 める。

ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

ついて進行管理の徹底を図った。

（税務課）

分納誓約の履行がない滞納者に 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

対して、約５か月間、催告等の手 度 に 催 告 実 施 後 、 勤 務 先 へ 給 与 照

続をしていない案件があった。滞 会 を し た と こ ろ 滞 納 者 は 既 に 退 職

納者の現状把握を行い、催告や給 し て い た た め 、 滞 納 者 宅 へ 臨 宅 し

与照会に基づく差押を行うべきで 納 税 指 導 を 行 っ た 結 果 、 分 納 を 再

ある。 開 し た 。 今 後 、 分 納 不 履 行 と な っ

た 場 合 は 速 や か に 滞 納 処 分 を 行 っ

ていく。

ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。

（税務課）

滞納者に対して分納誓約の内容 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

を電話で確認し、返信を依頼して 度 に 勤 務 先 へ 給 与 照 会 を し た と こ

誓約書様式を送付したが、返信未 ろ 、 滞 納 者 か ら の 分 納 の 申 出 が あ

入手のままで約５か月経過してい っ た 。 そ の 後 、 分 納 誓 約 が 誠 実 に

る案件があった。誓約書を早期に 履行され、完納に至った。

入手し、給与差押等を検討すべき ま た 、 今 後 こ の よ う な こ と が な

である。 い よ う 、 滞 納 整 理 等 の 進 捗 状 況 に

つ い て 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 っ た 。

（税務課）

(2 ) 個 人 住 民 税 徴 収 個人県民税は、各市町が個人市 平 成 28年 度 か ら 、 市 町 に お い て

業 務 に お け る 県 と 町村民税と合わせて個人住民税と 大 口 滞 納 者 や 徴 収 困 難 滞 納 者 を リ

市 町 の 協 力 強 化 に して賦課徴収している。よって、 ス ト 化 し 、 そ れ を 基 に 協 議 の 上 、

ついて 納税者が滞納しており市町で徴収 地 方 税 法 第 48条 に 基 づ く 引 継 ぎ を

ができない場合には個人県民税も 受けることとした。

未納となってしまう。 ま た 、 年 度 途 中 で 大 口 滞 納 が 発

現在県は、地方税法第 48条に基 生 し た 場 合 に は 、 そ の 都 度 、 協 議

づき、個人住民税の徴収引継を実 を し 、 積 極 的 に 徴 収 の 引 継 ぎ を 受

施している。 けることとした。 （税務課）

市町から県への徴収引き継ぎは、

高額・徴収困難案件を中心に引き

継ぐよう県が市町に要請を行って

いるが、最終的には市町が選定し

たものを引き受けることになる。
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徴収率をあげるためには、県が

市町に要請している高額・徴収困

難案件を積極的に引き受け、滞納

期間が長期化する以前に徴収する

ことで徴収実績をあげていくこと

が重要である。

しかし、県は市町から滞納者の

総件数及び滞納税額の総額につい

て報告を受けているが、全ての個

人別の詳細についてまでは把握し

ていない。今後は、市町と個人別

の詳細な情報の共有をさらに進展

させ、徴収引受対象とすべき高額

・徴収困難案件の取りこぼしがな

いよう県と市町の徴収引き継ぎ対

象の協議の強化を図っていくべき

である。

(3 ) 特 別 徴 収 の 一 斉 県では県内全市町において、平 地 方 税 法 の 改 正 に よ り 、 平 成 28

指 定 へ の 対 応 に つ 成 2 7年 度 か ら 給 与 の 支 払 い を 行 年 度 か ら 、 現 年 課 税 分 の み の 案 件

いて い、所得税の源泉徴収を行ってい に つ い て も 地 方 税 法 第 48条 の 徴 収

る事業者を、特別徴収義務者とし 引 継 が 可 能 と な っ た こ と か ら 、 特

て一斉指定することになった。 別 徴 収 義 務 者 に 係 る 大 口 滞 納 案 件

これに伴い、従来普通徴収によ の 報 告 を 求 め 、 市 町 と の 連 携 を 密

り納税者が納付していたところ、 に し て 、 滞 納 期 間 の 長 期 化 防 止 を

給与支給額から天引きし事業者が 図ることとした。 （税務課）

納税者に代わって納入することに

なるので徴収率があがることが期

待される。

しかし、なかには事業者が特別

徴収への対応を失念してしまうこ

とも考えられ、そうなると滞納期

間が長期化し徴収が困難となる。

そこで、県は市町と個人住民税の

特別徴収義務者一斉指定の事務に

係る情報交換会を実施している。

情報交換会では滞納整理方針につ

いて協議し、特別徴収実施指導や

滞納繰越のある特別徴収義務者に

対する地方税法第 48条での引き継

ぎ等の施策を掲げている。

今後、実働段階において滞納期

間の長期化を避けるため、県が積

極的に関与できるよう体制の強化

を図っていくことを期待する。

２ 法 人 県 民 税 ・ 事

業税

( 1 ) 税 務 オ ン ラ イ ン 収受された申告書は、職員によ 平 成 28年 10月 か ら 、 税 務 オ ン ラ

シ ス テ ム へ の 入 力 り税務オンラインシステムに入力 イ ン シ ス テ ム へ の 入 力 事 項 の 確 認

及 び チ ェ ッ ク に つ されるが、入力後のチェックも入 は 複 数 の 職 員 で 行 い 、 申 告 書 や 調

いて 力した職員自身が行っている。各 定 状 況 一 覧 に 入 力 者 及 び 確 認 者 の

申告書に入力担当者が個人印を押 記 録 を 残 す こ と に よ り 、 誤 入 力 防

印するなどして、入力担当者名の 止 、 責 任 の 所 在 を 明 確 化 す る こ と

記録を明確に残すべきである。 とした。 （税務課）

また入力事項のチェックは、必

ず入力者とは別の職員が行うとと

もに、チェック担当者名について

も、その記録を明確に残すことに

より、誤入力防止策を講じるのみ

ならず、その責任の所在も明確に

すべきである。

(2 ) 「 是 認 更 正 決 定 更正・決定の判定では、担当者 平 成 28年 10月 か ら 、 是 認 の 判 定

調 査 票 」 等 の 是 認 及び上席者によるチェックが行わ も 複 数 の 職 員 で 行 い 、 調 査 表 、 課

か 否 認 か の 判 定 に れているが、是認については担当 税 標 準 通 知 及 び 是 認 一 覧 に 担 当 者

ついて 職員が行っており、上席者による 及 び 確 認 者 を 記 録 す る こ と と し

チェックが行われていない。上席 た。 （税務課）

者による二重チェックを行うとと

もに、判定を行った担当者名とそ

のチェック者名の記録を明確に残

すべきである。

(3 ) 更 正 の 未 実 施 に 法人税申告書で当期欠損を計上 地 方 税 法 第 72条 の 39の 規 定 に よ

ついて しているにも関わらず、事業税申 る 更 正 処 分 は 、 納 税 義 務 が 成 立 し

告書では所得ゼロとなっている申 て い る こ と を 前 提 と し て な さ れ る

告が散見された。このような申告 べ き も の と 解 さ れ る が 、 所 得 が 欠

に対し、県では手続省略を理由と 損 で あ っ て も 、 ゼ ロ で あ っ て も 、

して是認処理を行っている。 県 が 法 人 に 対 し て 金 銭 給 付 請 求 権

地 方 税 法 第 7 2条 の 3 9第 １ 項 で を 有 し な い 、 す な わ ち 法 人 に 納 税

は、「道府県知事は、事業を行う 義 務 が 生 じ て い な い 状 況 に 変 わ り

法人で事業税の納税義務があるも は な く 、 更 正 処 分 を 行 う 前 提 条 件

のが申告書又は修正申告書を提出 を 欠 く も の と 解 す る 。 こ の 他 、

した場合において、当該申告又は 「 欠 損 金 額 に つ い て も 更 正 又 は 決

修正申告に係る所得割の課税標準 定 を す る 明 文 規 定 の な い 以 上 欠 損

である所得が、当該法人の当該所 金 額 の 更 正 又 は 決 定 は で き な い 」

得割の計算の基礎となった事業年 旨 の 判 例 も あ る こ と 、 ま た 他 県 で

度に係る法人税の申告若しくは修 も 本 県 と 同 様 に 取 り 扱 っ て い る こ

正申告又は更正若しくは決定にお と 、 及 び 事 務 の 効 率 化 の 観 点 も 併

いて課税標準とされた所得を基準 せ て 考 慮 し 、 従 来 ど お り 取 り 扱 う

として算定した所得割の課税標準 こととする。 （税務課）

である所得と異なることを発見し

たときは、当該所得割の基準課税

標準により、当該申告又は修正申

告に係る所得割の計算の基礎とな

った所得及び所得割額を更正する

ものとし、申告書又は修正申告書

に記載された所得割額の算定につ

いて誤りがあることを発見したと

きは、所得割額を更正するものと

する。」と定められている。

地方税法の規定によれば、所得
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いて 力した職員自身が行っている。各 定 状 況 一 覧 に 入 力 者 及 び 確 認 者 の

申告書に入力担当者が個人印を押 記 録 を 残 す こ と に よ り 、 誤 入 力 防

印するなどして、入力担当者名の 止 、 責 任 の 所 在 を 明 確 化 す る こ と

記録を明確に残すべきである。 とした。 （税務課）

また入力事項のチェックは、必

ず入力者とは別の職員が行うとと

もに、チェック担当者名について

も、その記録を明確に残すことに

より、誤入力防止策を講じるのみ

ならず、その責任の所在も明確に

すべきである。

(2 ) 「 是 認 更 正 決 定 更正・決定の判定では、担当者 平 成 28年 10月 か ら 、 是 認 の 判 定

調 査 票 」 等 の 是 認 及び上席者によるチェックが行わ も 複 数 の 職 員 で 行 い 、 調 査 表 、 課

か 否 認 か の 判 定 に れているが、是認については担当 税 標 準 通 知 及 び 是 認 一 覧 に 担 当 者

ついて 職員が行っており、上席者による 及 び 確 認 者 を 記 録 す る こ と と し

チェックが行われていない。上席 た。 （税務課）

者による二重チェックを行うとと

もに、判定を行った担当者名とそ

のチェック者名の記録を明確に残

すべきである。

(3 ) 更 正 の 未 実 施 に 法人税申告書で当期欠損を計上 地 方 税 法 第 72条 の 39の 規 定 に よ

ついて しているにも関わらず、事業税申 る 更 正 処 分 は 、 納 税 義 務 が 成 立 し

告書では所得ゼロとなっている申 て い る こ と を 前 提 と し て な さ れ る

告が散見された。このような申告 べ き も の と 解 さ れ る が 、 所 得 が 欠

に対し、県では手続省略を理由と 損 で あ っ て も 、 ゼ ロ で あ っ て も 、

して是認処理を行っている。 県 が 法 人 に 対 し て 金 銭 給 付 請 求 権

地 方 税 法 第 7 2条 の 3 9第 １ 項 で を 有 し な い 、 す な わ ち 法 人 に 納 税

は、「道府県知事は、事業を行う 義 務 が 生 じ て い な い 状 況 に 変 わ り

法人で事業税の納税義務があるも は な く 、 更 正 処 分 を 行 う 前 提 条 件

のが申告書又は修正申告書を提出 を 欠 く も の と 解 す る 。 こ の 他 、

した場合において、当該申告又は 「 欠 損 金 額 に つ い て も 更 正 又 は 決

修正申告に係る所得割の課税標準 定 を す る 明 文 規 定 の な い 以 上 欠 損

である所得が、当該法人の当該所 金 額 の 更 正 又 は 決 定 は で き な い 」

得割の計算の基礎となった事業年 旨 の 判 例 も あ る こ と 、 ま た 他 県 で

度に係る法人税の申告若しくは修 も 本 県 と 同 様 に 取 り 扱 っ て い る こ

正申告又は更正若しくは決定にお と 、 及 び 事 務 の 効 率 化 の 観 点 も 併

いて課税標準とされた所得を基準 せ て 考 慮 し 、 従 来 ど お り 取 り 扱 う

として算定した所得割の課税標準 こととする。 （税務課）

である所得と異なることを発見し

たときは、当該所得割の基準課税

標準により、当該申告又は修正申

告に係る所得割の計算の基礎とな

った所得及び所得割額を更正する

ものとし、申告書又は修正申告書

に記載された所得割額の算定につ

いて誤りがあることを発見したと

きは、所得割額を更正するものと

する。」と定められている。

地方税法の規定によれば、所得

割が０のまま変わらない場合であ

っても本来は所得割の計算の基礎

と な っ た 所 得 を 更 正 す べ き で あ

る。

(4 ) 納 税 者 に 対 す る 法人税の更正や決定がされた場 税 務 署 か ら の 法 人 税 の 更 正 ・ 決

自 主 申 告 の 催 告 手 合、税務署から県税務課を経由し 定 通 知 は 、 通 常 、 義 務 修 正 期 間

続等について て２か月後に各県税事務所に更正 （ 法 人 税 の 更 正 ・ 決 定 日 か ら １ か

や決定がされた内容が文書で通知 月 ） 後 に な る の で 、 こ の 場 合 は 直

される。各県税事務所は、文書に ちに更正・決定処理している。

よる通知を受けた後、法人県民税 な お 、 当 該 通 知 前 に 法 人 税 の 更

の更正や決定を行い文書で納税者 正 や 決 定 が さ れ た こ と を 把 握 す る

に通知している。 こ と が で き る の は 稀 で あ る が 、 把

各県税事務所では、当該通知前 握することができた場合は、平成 2

に、法人税の更正や決定がされた 8年度から電話連絡等により対応す

ことを把握できた場合は、電話連 ることとした。 （税務課）

絡等によって自主的に修正申告又

は確定申告するよう催告するべき

である。

(5 ) 未 申 告 法 人 へ の ① 申告催促手続について 申 告 指 導 を 行 っ た 法 人 に 対 し て

対応について 電話により市内に事業所が存在 は 、 定 期 的 に 連 絡 を 取 り 継 続 し た

したことを確認し、申告書一式を 管 理 を 行 う な ど 、 適 切 に 対 応 す る

本店に送付したが、その後半年以 よ う 、 平 成 28年 度 に 取 扱 い を 徹 底

上電話連絡等を行っていない案件 した。 （税務課）

が あ っ た 。 定 期 的 に 連 絡 を 入 れ

て 、 申 告 の 催 促 を 行 う べ き で あ

る。

② 決定の順序について 今 後 、 同 様 の 事 例 が あ っ た 場 合

２期分の決定を行う際に、新し は 、 先 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 か ら

い事業年度を先に決定し、遡及し 決 定 す る な ど 、 適 切 に 対 応 す る よ

て古い事業年度の決定を約４か月 う 、 平 成 28年 度 に 取 扱 い を 徹 底 し

後に行っている案件があった。決 た。 （税務課）

定は、古い事業年度を先に行うべ

きである。

(6 ) 大 型 商 業 施 設 で 栃木県内には大型商業施設が多 未 登 録 法 人 調 査 に つ い て は 、 継

営 業 す る 法 人 の 未 数存在するが、入居するテナント 続 し て 実 施 す べ き で あ り 、 こ れ ま

登 録 調 査 の 継 続 実 への法人未登録調査は、数年に１ で 大 型 商 業 施 設 の み な ら ず 、 産 業

施について 回の実施であり毎年継続的に実施 団 地 な ど も 対 象 に 、 適 宜 実 施 し て

していない。大型商業施設では、 き た と こ ろ で あ る が 、 大 型 商 業 施

テナントの入退去が多く、法人未 設 に 特 化 し て 調 査 を 毎 年 実 施 す る

登録調査を毎年継続して実施すべ こ と は 事 務 負 担 の 点 か ら も 難 し

きである。 く 、 ま た 未 登 録 法 人 を 捕 捉 す る 上

で 効 果 は 極 め て 限 定 的 と 考 え ら れ

る の で 、 従 来 ど お り 概 ね ３ 年 ご と

に 実 施 す る こ と と す る 。

（税務課）

(7 ) 保 養 所 を 取 得 し 法人が、別荘地として県内に土 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

握 す る こ と が で き た 場 合 は、 平 成

28年度から電話連絡等により対応す
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割が０のまま変わらない場合であ

っても本来は所得割の計算の基礎

と な っ た 所 得 を 更 正 す べ き で あ

る。

(4 ) 納 税 者 に 対 す る 法人税の更正や決定がされた場 税 務 署 か ら の 法 人 税 の 更 正 ・ 決

自 主 申 告 の 催 告 手 合、税務署から県税務課を経由し 定 通 知 は 、 通 常 、 義 務 修 正 期 間

続等について て２か月後に各県税事務所に更正 （ 法 人 税 の 更 正 ・ 決 定 日 か ら １ か

や決定がされた内容が文書で通知 月 ） 後 に な る の で 、 こ の 場 合 は 直

される。各県税事務所は、文書に ちに更正・決定処理している。

よる通知を受けた後、法人県民税 な お 、 当 該 通 知 前 に 法 人 税 の 更

の更正や決定を行い文書で納税者 正 や 決 定 が さ れ た こ と を 把 握 す る

に通知している。 こ と が で き る の は 稀 で あ る が 、 把

各県税事務所では、当該通知前 握することができた場合は、平成 2

に、法人税の更正や決定がされた 8年度から電話連絡等により対応す

ことを把握できた場合は、電話連 ることとした。 （税務課）

絡等によって自主的に修正申告又

は確定申告するよう催告するべき

である。

(5 ) 未 申 告 法 人 へ の ① 申告催促手続について 申 告 指 導 を 行 っ た 法 人 に 対 し て

対応について 電話により市内に事業所が存在 は 、 定 期 的 に 連 絡 を 取 り 継 続 し た

したことを確認し、申告書一式を 管 理 を 行 う な ど 、 適 切 に 対 応 す る

本店に送付したが、その後半年以 よ う 、 平 成 28年 度 に 取 扱 い を 徹 底

上電話連絡等を行っていない案件 した。 （税務課）

が あ っ た 。 定 期 的 に 連 絡 を 入 れ

て 、 申 告 の 催 促 を 行 う べ き で あ

る。

② 決定の順序について 今 後 、 同 様 の 事 例 が あ っ た 場 合

２期分の決定を行う際に、新し は 、 先 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 か ら

い事業年度を先に決定し、遡及し 決 定 す る な ど 、 適 切 に 対 応 す る よ

て古い事業年度の決定を約４か月 う 、 平 成 28年 度 に 取 扱 い を 徹 底 し

後に行っている案件があった。決 た。 （税務課）

定は、古い事業年度を先に行うべ

きである。

(6 ) 大 型 商 業 施 設 で 栃木県内には大型商業施設が多 未 登 録 法 人 調 査 に つ い て は 、 継

営 業 す る 法 人 の 未 数存在するが、入居するテナント 続 し て 実 施 す べ き で あ り 、 こ れ ま

登 録 調 査 の 継 続 実 への法人未登録調査は、数年に１ で 大 型 商 業 施 設 の み な ら ず 、 産 業

施について 回の実施であり毎年継続的に実施 団 地 な ど も 対 象 に 、 適 宜 実 施 し て

していない。大型商業施設では、 き た と こ ろ で あ る が 、 大 型 商 業 施

テナントの入退去が多く、法人未 設 に 特 化 し て 調 査 を 毎 年 実 施 す る

登録調査を毎年継続して実施すべ こ と は 事 務 負 担 の 点 か ら も 難 し

きである。 く 、 ま た 未 登 録 法 人 を 捕 捉 す る 上

で 効 果 は 極 め て 限 定 的 と 考 え ら れ

る の で 、 従 来 ど お り 概 ね ３ 年 ご と

に 実 施 す る こ と と す る 。

（税務課）

(7 ) 保 養 所 を 取 得 し 法人が、別荘地として県内に土 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

た 法 人 に 対 し 、 法 地付き建物を取得したが、事業所 度 に 、 電 話 で 現 況 を 確 認 で き な い

人 県 民 税 を 課 税 留 や保養所の要件を具備しているか 場 合 は 現 地 調 査 を 行 い 、 現 況 を 確

保 し た 案 件 に つ い 判断できずに継続調査とし、法人 認 の 上 、 課 税 の 適 否 を 判 断 す る こ

て 県民税が課税留保のままとなって ととした。 （税務課）

いる案件があった。

案件では、会社代表者から会社

従業員の福利厚生施設として取得

した旨の説明を受けている。必要

に応じて現地調査を行い、利用状

況を確かめ法人県民税の課税の要

否判断を的確に行うべきである。

(8 ) 事 業 者 登 録 調 査 県 税 事 務 所 に 申 告 さ れ た 法 人二 当 該 案 件 に つ い て は 、 個 別 に 調

の 経 緯 、 結 論 及 び 税申告書のうち外形標準課税に係 査を実施した。

記録保存について る添付書類から栃木県内に事業所 な お 、 調 査 の 経 緯 や 判 定 内 容 を

を有すると思われるテナント賃借 明 確 に 記 載 す る た め 、 平 成 29年 度

事業者を抜き出し、事業者登録の か ら 、 調 査 記 録 簿 （ 未 登 録 法 人 実

有無を調査している。この方法に 態 調 査 表 ） を 定 型 化 す る こ と と し

よる事業者登録の調査は、平成 26 た。 （税務課）

年度よりＢ県税事務所で実施して

いる。

調査は、以下の方法で行われて

いる。外形標準課税に係る添付書

類から、栃木県内に拠点を有する

テナント賃借事業者を調査し、登

記事項証明書の取得、ホームペー

ジの閲覧、事業者へ電話連絡を行

う。また、必要に応じて訪問を行

い事業所の有無を確認する。

調査記録簿には、調査記録や調

査実施者のメモ書き等が綴られて

いたが、誰が、いつ、どのような

調査手続をしたのか等の記録を定

型化しておらず、また、結論に至

った経緯が明瞭でない。

収集した資料の綴りを保存する

だけでなく、担当者以外の職員が

閲覧しても理解できるように定型

化して明瞭な状態で記録保存し、

さらに結論に至った経緯を記載す

べきである。

(9 ) 新 規 法 人 事 業 所 Ｃ県税事務所管内で年内に不動 法 人 か ら 事 務 所 又 は 寮 等 に 該 当

把 握 に お い て 、 内 産を取得した法人のうち、事業所 す る か 否 か 明 確 な 回 答 が 得 ら れ な

容 に 疑 義 の あ る も 登録のない法人に照会文書を郵送 か っ た 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 現 地

の に 対 す る 現 地 調 し、ファックス回答による調査を 調 査 を 実 施 す る よ う 、 平 成 28年 度

査 の 必 要 性 に つ い 行っている。実態調査の結果は以 に取扱いを徹底した。 （税務課）

て 下の通りである。

人員等の制約があり現地調査を

全件行うことが不可能であること
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た 法 人 に 対 し 、 法 地付き建物を取得したが、事業所 度 に 、 電 話 で 現 況 を 確 認 で き な い

人 県 民 税 を 課 税 留 や保養所の要件を具備しているか 場 合 は 現 地 調 査 を 行 い 、 現 況 を 確

保 し た 案 件 に つ い 判断できずに継続調査とし、法人 認 の 上 、 課 税 の 適 否 を 判 断 す る こ

て 県民税が課税留保のままとなって ととした。 （税務課）

いる案件があった。

案件では、会社代表者から会社

従業員の福利厚生施設として取得

した旨の説明を受けている。必要

に応じて現地調査を行い、利用状

況を確かめ法人県民税の課税の要

否判断を的確に行うべきである。

(8 ) 事 業 者 登 録 調 査 県 税 事 務 所 に 申 告 さ れ た 法 人二 当 該 案 件 に つ い て は 、 個 別 に 調

の 経 緯 、 結 論 及 び 税申告書のうち外形標準課税に係 査を実施した。

記録保存について る添付書類から栃木県内に事業所 な お 、 調 査 の 経 緯 や 判 定 内 容 を

を有すると思われるテナント賃借 明 確 に 記 載 す る た め 、 平 成 29年 度

事業者を抜き出し、事業者登録の か ら 、 調 査 記 録 簿 （ 未 登 録 法 人 実

有無を調査している。この方法に 態 調 査 表 ） を 定 型 化 す る こ と と し

よる事業者登録の調査は、平成 26 た。 （税務課）

年度よりＢ県税事務所で実施して

いる。

調査は、以下の方法で行われて

いる。外形標準課税に係る添付書

類から、栃木県内に拠点を有する

テナント賃借事業者を調査し、登

記事項証明書の取得、ホームペー

ジの閲覧、事業者へ電話連絡を行

う。また、必要に応じて訪問を行

い事業所の有無を確認する。

調査記録簿には、調査記録や調

査実施者のメモ書き等が綴られて

いたが、誰が、いつ、どのような

調査手続をしたのか等の記録を定

型化しておらず、また、結論に至

った経緯が明瞭でない。

収集した資料の綴りを保存する

だけでなく、担当者以外の職員が

閲覧しても理解できるように定型

化して明瞭な状態で記録保存し、

さらに結論に至った経緯を記載す

べきである。

(9 ) 新 規 法 人 事 業 所 Ｃ県税事務所管内で年内に不動 法 人 か ら 事 務 所 又 は 寮 等 に 該 当

把 握 に お い て 、 内 産を取得した法人のうち、事業所 す る か 否 か 明 確 な 回 答 が 得 ら れ な

容 に 疑 義 の あ る も 登録のない法人に照会文書を郵送 か っ た 場 合 は 、 必 要 に 応 じ て 現 地

の に 対 す る 現 地 調 し、ファックス回答による調査を 調 査 を 実 施 す る よ う 、 平 成 28年 度

査 の 必 要 性 に つ い 行っている。実態調査の結果は以 に取扱いを徹底した。 （税務課）

て 下の通りである。

人員等の制約があり現地調査を

全件行うことが不可能であること

は理解できるが、ファックスや電

話 連 絡 に よ る 回 答 を 鵜 呑 み に せ

ず、内容に疑義のあるものについ

ては現地調査を行い実態に則した

課税を行うべきである。

(10) 電気供給業を行 電気供給業を行う法人の法人事 平 成 28年 度 に 、 発 電 設 備 の 認 定

う 法 人 の 法 人 事 業 業税は、収入金額を課税標準とす 事 業 者 等 の 情 報 を 収 集 す る 方 法 に

税の申告について る収入割を申告することとなって つ い て 、 他 県 の 状 況 を 参 考 に 取 扱

いる。 いを統一することとした。

例えば、電気供給業以外に主た （税務課）

る事業を営む法人が、太陽光発電

設備を設置して売電収入を得てい

る場合、その売電収入金額が主た

る 事 業 の 売 上 金 額 の 1割 程 度 を 超

える場合には、区分計算を行い、

電気供給業に係る収入金額に基づ

いて法人事業税の収入割の申告を

行う必要がある。

法人事業税の申告書には、国税

である法人税の申告のように法人

の決算書等の添付が要求されてい

ないため、現状では、電気供給業

に係る収入金額の有無及びそれが

主たる事業の売上金額の１割程度

を超えるか否かを確認する手段が

ない。

今後、電気供給業に係る法人事

業税の収入割の課税漏れが起こら

ないように、これらの確認方法を

十分検討すべきである。

(11) 医療法人等の調 介護保険法の規定に基づくサー 平 成 28年 度 に 、 介 護 保 険 診 療 報

査について ビ ス を 行 う 医 療 法 人 等 に つ い て 酬 の 内 訳 を 把 握 す る 方 法 に つ い

は、サービスの種類によって介護 て 、 他 県 の 状 況 な ど を 参 考 に 取 扱

保険診療報酬を課税所得と非課税 いを統一することとした。

所得とに分類する必要がある。し （税務課）

かし、確定申告書及び添付書類か

らはサービスごとの内訳が不明な

ため、県が実施する机上調査の際

に課税所得と非課税所得との分類

計算の正確性をチェックできてい

な い 例 が 散 見 さ れ た 。 よ っ て 、

「医療法人等に係る所得金額の計

算書 記載の手引」にて、確定申

告書に介護保険診療報酬の内訳書

等を添付するよう依頼し、分類が

適正に行われているかチェックす

べきである。

(12) 自主決定法人の 医業に係る自主決定法人の更正 こ れ ま で 県 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 手
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は理解できるが、ファックスや電

話 連 絡 に よ る 回 答 を 鵜 呑 み に せ

ず、内容に疑義のあるものについ

ては現地調査を行い実態に則した

課税を行うべきである。

(10) 電気供給業を行 電気供給業を行う法人の法人事 平 成 28年 度 に 、 発 電 設 備 の 認 定

う 法 人 の 法 人 事 業 業税は、収入金額を課税標準とす 事 業 者 等 の 情 報 を 収 集 す る 方 法 に

税の申告について る収入割を申告することとなって つ い て 、 他 県 の 状 況 を 参 考 に 取 扱

いる。 いを統一することとした。

例えば、電気供給業以外に主た （税務課）

る事業を営む法人が、太陽光発電

設備を設置して売電収入を得てい

る場合、その売電収入金額が主た

る 事 業 の 売 上 金 額 の 1割 程 度 を 超

える場合には、区分計算を行い、

電気供給業に係る収入金額に基づ

いて法人事業税の収入割の申告を

行う必要がある。

法人事業税の申告書には、国税

である法人税の申告のように法人

の決算書等の添付が要求されてい

ないため、現状では、電気供給業

に係る収入金額の有無及びそれが

主たる事業の売上金額の１割程度

を超えるか否かを確認する手段が

ない。

今後、電気供給業に係る法人事

業税の収入割の課税漏れが起こら

ないように、これらの確認方法を

十分検討すべきである。

(11) 医療法人等の調 介護保険法の規定に基づくサー 平 成 28年 度 に 、 介 護 保 険 診 療 報

査について ビ ス を 行 う 医 療 法 人 等 に つ い て 酬 の 内 訳 を 把 握 す る 方 法 に つ い

は、サービスの種類によって介護 て 、 他 県 の 状 況 な ど を 参 考 に 取 扱

保険診療報酬を課税所得と非課税 いを統一することとした。

所得とに分類する必要がある。し （税務課）

かし、確定申告書及び添付書類か

らはサービスごとの内訳が不明な

ため、県が実施する机上調査の際

に課税所得と非課税所得との分類

計算の正確性をチェックできてい

な い 例 が 散 見 さ れ た 。 よ っ て 、

「医療法人等に係る所得金額の計

算書 記載の手引」にて、確定申

告書に介護保険診療報酬の内訳書

等を添付するよう依頼し、分類が

適正に行われているかチェックす

べきである。

(12) 自主決定法人の 医業に係る自主決定法人の更正 こ れ ま で 県 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 手

更正処分について 処分件数が多い。 引 の 掲 載 や 、 地 区 税 理 士 会 例 会 な

更正処分の多い主要因は、税制 ど で 周 知 を 図 っ て い る と こ ろ で あ

改正の趣旨を理解していなかった る が 、 今 後 、 誤 り の 多 い 点 に つ い

医療法人が多く、改正に従った申 て わ か り や す く 説 明 す る な ど 制 度

告がされていないことがあげられ の周知に努めていく。 （税務課）

る。県税事務所では税理士会例会

等を通じて改正点等の周知を行っ

ているが、より一層の周知徹底を

図り、更正処分件数を少なくする

努力をすべきである。

(13) Ｄ県税事務所か 法人二税申告書の添付書類から 県 税 事 務 所 間 の 連 携 を 密 に し 、

ら Ｅ 県 税 事 務 所 へ 県内に事業所を有している可能性 県 税 事 務 所 間 で 引 継 ぎ が 必 要 な 案

の 調 査 案 件 の 引 き のある事業者を選定し、法人二税 件 に つ い て は 、 速 や か に 引 継 ぎ を

継ぎについて の申告がなされているかの調査を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 の 事 務 指 導

行っている。 に お い て 徹 底 を 図 っ た 。

調査のうち、平成 26年３月 31日 （税務課）

の申告書に関してＤ県税事務所で

Ｅ県税事務所への引き継ぎが必要

であるにも関わらず、実際には実

施されていない案件があった。担

当者は、包括外部監査を実施した

平成 27年６月 15日に引き継ぎされ

ていない事に気づき、Ｄ県税事務

所側で必要な電話連絡等の調査を

行った後、Ｅ県税事務所に引き継

ぎを行っていた。

県税事務所間で密接に連携し、

速やかな引き継ぎと調査を行うべ

きである。

３ 個人事業税

( 1 ) 個 人 事 業 税 の 判 個人事業税の課税の適否判定の 個 人 事 業 税 の 課 税 の 適 否 判 定 調

定について 基本的な考え方は、通達等により 書 の 作 成 と 根 拠 の 明 記 に つ い て 、

各県税事務所で統一がなされてい 平 成 28年 度 の 事 務 指 導 に お い て 徹

るが、判定した際の調書の残し方 底を図った。 （税務課）

は各県税事務所で異なる。調書の

記載内容を確認したところ、どの

ようにして判定を行っているかが

あいまいとなっているものが散見

された。

特に、このような判断に迷う事

例については、その判断基準（根

拠としたもの）を調書に残してい

くべきである。

また、税務課が行う各県税事務

所に対する事務指導の際、個人事

業税の課税の適否判定が適切にな

されているか、その判断の経緯が

調書として残されているかのチェ

ックを行うことで判断基準履行の
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更正処分について 処分件数が多い。 引 の 掲 載 や 、 地 区 税 理 士 会 例 会 な

更正処分の多い主要因は、税制 ど で 周 知 を 図 っ て い る と こ ろ で あ

改正の趣旨を理解していなかった る が 、 今 後 、 誤 り の 多 い 点 に つ い

医療法人が多く、改正に従った申 て わ か り や す く 説 明 す る な ど 制 度

告がされていないことがあげられ の周知に努めていく。 （税務課）

る。県税事務所では税理士会例会

等を通じて改正点等の周知を行っ

ているが、より一層の周知徹底を

図り、更正処分件数を少なくする

努力をすべきである。

(13) Ｄ県税事務所か 法人二税申告書の添付書類から 県 税 事 務 所 間 の 連 携 を 密 に し 、

ら Ｅ 県 税 事 務 所 へ 県内に事業所を有している可能性 県 税 事 務 所 間 で 引 継 ぎ が 必 要 な 案

の 調 査 案 件 の 引 き のある事業者を選定し、法人二税 件 に つ い て は 、 速 や か に 引 継 ぎ を

継ぎについて の申告がなされているかの調査を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 の 事 務 指 導

行っている。 に お い て 徹 底 を 図 っ た 。

調査のうち、平成 26年３月 31日 （税務課）

の申告書に関してＤ県税事務所で

Ｅ県税事務所への引き継ぎが必要

であるにも関わらず、実際には実

施されていない案件があった。担

当者は、包括外部監査を実施した

平成 27年６月 15日に引き継ぎされ

ていない事に気づき、Ｄ県税事務

所側で必要な電話連絡等の調査を

行った後、Ｅ県税事務所に引き継

ぎを行っていた。

県税事務所間で密接に連携し、

速やかな引き継ぎと調査を行うべ

きである。

３ 個人事業税

( 1 ) 個 人 事 業 税 の 判 個人事業税の課税の適否判定の 個 人 事 業 税 の 課 税 の 適 否 判 定 調

定について 基本的な考え方は、通達等により 書 の 作 成 と 根 拠 の 明 記 に つ い て 、

各県税事務所で統一がなされてい 平 成 28年 度 の 事 務 指 導 に お い て 徹

るが、判定した際の調書の残し方 底を図った。 （税務課）

は各県税事務所で異なる。調書の

記載内容を確認したところ、どの

ようにして判定を行っているかが

あいまいとなっているものが散見

された。

特に、このような判断に迷う事

例については、その判断基準（根

拠としたもの）を調書に残してい

くべきである。

また、税務課が行う各県税事務

所に対する事務指導の際、個人事

業税の課税の適否判定が適切にな

されているか、その判断の経緯が

調書として残されているかのチェ

ックを行うことで判断基準履行の

徹底化を図っていくべきである。

(2 ) 対 象 事 業 の 解 釈 個人事業税の対象事業は、地方 新 し い 形 態 の 業 種 が 課 税 対 象 と

について 税法及び政令で定めた 70業種のみ な る か 否 か に つ い て は 、 必 要 に 応

とされており、トリマーなどの新 じ 、 他 県 の 状 況 を 調 査 す る な ど 、

しい形態の業種については、地方 引 き 続 き 、 税 務 課 に お い て 、 統 一

税 法 等 で 詳 細 が 定 め ら れ て い な し た 見 解 を 示 す よ う 努 め る 。

い。そのため、解説書等をもとに （税務課）

担当者が判断し課税課長が承認し

ている状況であり、他県、県税事

務所間で取り扱いが異なる可能性

がある。よって、新しい形態の業

種については、他県の課税状況の

調査をより進めるとともに各県税

事務所宛てに対象事業か否かの通

達等を出し、県税事務所間での取

り扱いに相違がないよう努めるべ

きである。

(3 ) 照 会 の 十 分 性 に 代理業、請負業、運送業などは 事 業 性 の 有 無 の 判 定 に つ い て

ついて 事業所得で申告していても実態と は 、 こ れ ま で も 統 一 し た 取 扱 い を

して給与と同等で事業性がない場 定 め 、 判 定 を 行 い 、 疑 義 が 生 じ る

合があるため、県では申告内容や 場合は、文書照会を行っている。

所得率から事業性の判定を行って 今 後 も こ の 取 扱 基 準 に 基 づ き 、

いる。外部監査において県税事務 適 正 な 課 税 を 行 っ て い く 。

所が収集した個人事業税の課税資 （税務課）

料となる所得税の確定申告書の写

しを閲覧したところ、売上先が１

箇所であったり、毎月の売上が同

額であるなど、事業性に疑義が残

る納税者に対して事業税が課税さ

れている例が散見された。このよ

うな納税者に対しても県は照会を

行っておらず、事業性の判定が誤

っていた可能性が残る。よって、

事業性に疑義がある場合は、納税

者への照会を積極的に行い、適正

な課税に努めるべきである。

(4 ) 所 得 内 容 の 確 認 個人事業税の対象所得は、農業 雑 所 得 に 係 る 事 業 性 の 有 無 の 判

について 所得、事業所得、不動産所得であ 定 基 準 に つ い て 、 平 成 28年 ５ 月 に

り、雑所得は対象外となることか 事 務 取 扱 い を 定 め 統 一 を 図 っ た 。

ら、県では雑所得の内容について （税務課）

は何も確認していない。

太陽光発電収入のように所得区

分が複雑な例もあり、本来は事業

所得又は不動産所得で申告すべき

ものが雑所得で申告されている可

能性もあるため、雑所得の内容に

は注意を払い、疑わしき内容につ

いては調査を実施すべきである。
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徹底化を図っていくべきである。

(2 ) 対 象 事 業 の 解 釈 個人事業税の対象事業は、地方 新 し い 形 態 の 業 種 が 課 税 対 象 と

について 税法及び政令で定めた 70業種のみ な る か 否 か に つ い て は 、 必 要 に 応

とされており、トリマーなどの新 じ 、 他 県 の 状 況 を 調 査 す る な ど 、

しい形態の業種については、地方 引 き 続 き 、 税 務 課 に お い て 、 統 一

税 法 等 で 詳 細 が 定 め ら れ て い な し た 見 解 を 示 す よ う 努 め る 。

い。そのため、解説書等をもとに （税務課）

担当者が判断し課税課長が承認し

ている状況であり、他県、県税事

務所間で取り扱いが異なる可能性

がある。よって、新しい形態の業

種については、他県の課税状況の

調査をより進めるとともに各県税

事務所宛てに対象事業か否かの通

達等を出し、県税事務所間での取

り扱いに相違がないよう努めるべ

きである。

(3 ) 照 会 の 十 分 性 に 代理業、請負業、運送業などは 事 業 性 の 有 無 の 判 定 に つ い て

ついて 事業所得で申告していても実態と は 、 こ れ ま で も 統 一 し た 取 扱 い を

して給与と同等で事業性がない場 定 め 、 判 定 を 行 い 、 疑 義 が 生 じ る

合があるため、県では申告内容や 場合は、文書照会を行っている。

所得率から事業性の判定を行って 今 後 も こ の 取 扱 基 準 に 基 づ き 、

いる。外部監査において県税事務 適 正 な 課 税 を 行 っ て い く 。

所が収集した個人事業税の課税資 （税務課）

料となる所得税の確定申告書の写

しを閲覧したところ、売上先が１

箇所であったり、毎月の売上が同

額であるなど、事業性に疑義が残

る納税者に対して事業税が課税さ

れている例が散見された。このよ

うな納税者に対しても県は照会を

行っておらず、事業性の判定が誤

っていた可能性が残る。よって、

事業性に疑義がある場合は、納税

者への照会を積極的に行い、適正

な課税に努めるべきである。

(4 ) 所 得 内 容 の 確 認 個人事業税の対象所得は、農業 雑 所 得 に 係 る 事 業 性 の 有 無 の 判

について 所得、事業所得、不動産所得であ 定 基 準 に つ い て 、 平 成 28年 ５ 月 に

り、雑所得は対象外となることか 事 務 取 扱 い を 定 め 統 一 を 図 っ た 。

ら、県では雑所得の内容について （税務課）

は何も確認していない。

太陽光発電収入のように所得区

分が複雑な例もあり、本来は事業

所得又は不動産所得で申告すべき

ものが雑所得で申告されている可

能性もあるため、雑所得の内容に

は注意を払い、疑わしき内容につ

いては調査を実施すべきである。

( 5 ) 国 税 連 携 デ ー タ 通 年 事 業 分 は 所 得 2 9 0万 円 以 事 業 の 開 廃 が あ っ た 場 合 の 確 定

の 抽 出 漏 れ が あ る 上、年の途中で開廃業をしている 申 告 書 の 事 業 税 開 廃 業 欄 へ の 記 入

可能性について 場合は所得 24万１千円以上を抽出 に つ い て 、 平 成 28年 度 の 関 係 団 体

し、個人事業税の課税の有無を判 との協議会等で周知した。

定している。年の途中で開廃業し (税務課）

ているかどうかは、確定申告書の

「開廃業」欄又は決算書の事業年

度で把握しているが、この欄への

記入を失念してしまう可能性もあ

り、抽出漏れが生じている可能性

がある。

確定申告書の「開廃業」欄へ忘

れずに記入してもらえるよう、周

知徹底を図るなどの対策が必要で

ある。

(6 ) 業 務 フ ロ ー の 統 個人事業税の業務は、各担当者 平 成 28年 度 に 基 本 的 な 業 務 フ ロ

一について が個別に事業税の計算をするが、 ー を 作 成 し 、 取 扱 い の 統 一 を 図 る

最終段階で本来課税すべきものが こととした。 （税務課）

漏れていないか、本来課税すべき

でないものが課税されていないか

の確認が行われている。しかし、

その業務フローが県税事務所間で

異なっていた。例えば、本来課税

すべきでないものを課税していな

いか確認するため、別途作成した

繰越損失累計額の一覧表と突き合

せを行う業務を実施している県税

事務所とそうでない県税事務所と

があった。

基本的な業務フローについては

各 県 税 事 務 所 で 統 一 す べ き で あ

る。

(7 ) 電 算 シ ス テ ム 等 繰越損失累計額の一覧表の作成 こ れ ま で も 法 人 税 デ ー タ や 自 動

の 有 効 活 用 に つ い は、税務課から年に１度「繰越損 車 税 の 課 税 デ ー タ 、 年 度 決 算 デ ー

て 失一覧」として紙で送付される資 タ な ど 提 供 が 可 能 で 業 務 の 効 率 化

料に基づき県税事務所が行ってい に 有 用 な デ ー タ に つ い て 、 電 子 デ

る。 ー タ で 提 供 し て き た と こ ろ で あ る

紙の資料を受け取り手作業によ が 、 平 成 27年 12月 か ら 「 免 税 軽 油

り集計する作業を行っているが非 更 新 対 象 者 」 に つ い て 、 新 た に 電

効率であり、データを加工処理す 子データでの提供を開始した。

るよりも処理誤りが生じやすい。 今 後 も 業 務 の 効 率 化 が 図 れ る も

セキュリティの関係から税務課 の に つ い て 、 電 子 デ ー タ で の 提 供

と県税事務所間でのデータのやり をしていく。 （税務課）

と り が 行 え な い と の こ と で あ る

が、電算システム等を活用するこ

とが有用であるものについて精査

を行い業務の効率化を図っていく

べきである。
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４ 不動産取得税

( 1 ) 不 動 産 取 得 税 の 不動産取得税については、一定 不 動 産 取 得 税 の 減 免 制 度 に つ い

減 免 制 度 の 広 報 に の場合について減免制度が条例で て は 、 こ れ ま で も 「 県 税 の し お

ついて 定められているが、減免制度があ り 」 な ど の パ ン フ レ ッ ト の ほ か 、

ることについて広報が不十分であ 県 ホ ー ム ペ ー ジ 等 の 媒 体 を 活 用 し

る。 て 広 報 す る と と も に 、 電 話 等 で の

減免の対象となる不動産の取得 問 い 合 わ せ 時 に 丁 寧 に 説 明 し て き

者は、開発業者や地方公共団体関 た。

連の公益法人が多くを占めるが、 今 後 と も 各 種 媒 体 等 を 活 用 し 、

一般の個人でもその対象となるこ 周知を図っていく。 （税務課）

とがある。

不 動 産 の 贈 与 が 親 族 間 で 行 わ

れ、当該贈与の行われた日から概

ね１年以内に錯誤等の登記原因に

より、当該贈与が抹消された場合

で一定の要件を満たす場合には、

不動産取得税の全額が本人からの

申し出により減免される。

このような場合に、減免制度を

知らなかったため、減免されない

ことになってしまう個人の不利益

を防止するためにも、また、課税

の公平性の観点からも、減免制度

の周知を図ることは必要である。

例えば「県税のしおり」に減免

制度について記載するなどして、

広報に努めるべきである。

(2 ) 不 動 産 取 得 税 の 時 効 に よ り 課 税 で き な い 物 件 時 効 に よ る 課 税 の 漏 れ が 生 じ な

時効について が、毎年発生していると推定され い よ う 、 今 後 と も 、 市 町 か ら 提 出

る。時効となる課税物件について さ れ る 未 登 記 物 件 等 の 情 報 か ら 課

は概ね下記の二つの事例が考えら 税物件の把握に努めていく。

れる。 （税務課）

ⅰ 建 物 の 場 合 年 １ 回 各 県 税 事 務

所に、市町より時効物件の書類

が提出される。

こ の 中 に は 、 不 動 産 取 得 税 の

対象となる物件も含まれている

と推定される。

し か し な が ら 、 既 に ５ 年 の 時

効が経過しているため、課税で

きていないのが現状である。

建 築 確 認 申 請 の 必 要 の な い 小

規模な未登記の建物の場合、市

町がその情報を収集し、県に報

告しない限り、課税の対象か否

かの判断ができない。

ⅱ 土 地 に つ い て も 、 売 買 等 に よ

り土地の所有権の移動があって

も、未登記であれば、課税が漏

れてしまう可能性がある。

ⅰ に つ い て は 、 各 市 町 に 、 未 登

記の建物の把握について努力を促

す。

ⅱ に つ い て は 、 県 が 未 登 記 物 件

を把握することは非常に困難であ

る。

し か し な が ら 、 課 税 の 公 平 性と

いう観点からは、時効による不動

産取得税の課税漏れは、簡単に容

認できるものではなく、時効前に

把握する努力を継続する必要があ

る。

県においては、時効による課税

の漏れが生じないよう、これまで

以上に努力し、課税物件の把握に

努めていただきたい。

５ ゴルフ場利用税

( 1 ) ゴ ル フ 場 （ 特 別 ゴルフ場利用税の特別徴収義務 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金 制 度 は 、

徴 収 義 務 者 ） に 対 者に対して、県は納期限内納入額 納 期 内 納 入 の 促 進 を 図 る た め 、 ゴ

す る 交 付 金 に つ い の 1 . 7 ％ の 交 付 金 を 支 払 っ て い ル フ 場 の 利 用 者 か ら の 徴 収 や 一 定

て る。 期 間 の 帳 簿 の 保 管 等 の 事 務 負 担 に

その目的は、ゴルフ場利用税の 対 し そ の 経 費 の 一 部 を ゴ ル フ 場 に

特別徴収制度の適正な運用を図る 補 助 す る 制 度 で あ り 、 特 別 徴 収 制

とともに、ゴルフ場の徴収事務に 度 の 円 滑 な 運 営 と 県 税 収 入 の 安 定

係る負担に配慮したものと考えら 的確保に寄与している。

れる。 さ ら に 、 他 の ほ と ん ど の 都 道 府

しかしながら、ゴルフ場利用税 県 も 本 県 と 同 様 交 付 金 制 度 を 導 入

は利用者が負担するものであり、 している。 （税務課）

ゴルフ場は一時的に預かっている

に す ぎ ず 、 特 別 徴 収 義 務 者 に 対

し、交付金を払う必要があるのか

疑問を感じざるを得ない。

特別徴収事務の導入時ならとも

かく、広く周知され一般的に特別

徴収が行われている現状では、交

付基準の見直しや、交付金制度そ

のものについて再検討が必要であ

る。

(2 ) 「 ゴ ル フ 場 利 用 特別徴収義務者が本来適用すべ 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

料 金 等 変 更 予 定 届 き税率よりも低い税率で申告納入 度 に 開 催 さ れ た 近 県 会 議 に お い

出 書 」 の 提 出 が な していたにも関わらず、更正して て 、 国 に 協 議 し た と こ ろ 、 遡 っ て

い 場 合 の 更 正 に つ いない。 税 率 を 更 正 す る こ と は 法 的 に で き

いて 平成 26年９月のゴルフ場への訪 ないとの見解が示された。

問 調 査 で 、 本 来 ５ 級 （ 800円 の ゴ ま た 、 近 県 に お い て も 本 県 と 同

ルフ場利用税）で徴収すべきとこ 様の取扱いがされている。

ろ 、 ６ 級 （ 700円 ） で 徴 収 し て い な お 、 平 成 28年 度 に 特 別 徴 収 義

た事実が判明した。 務 者 変 更 届 出 書 の 提 出 漏 れ が な い

この結果、平成 26年４月から平 よ う 事 業 者 へ の 指 導 を 徹 底 し た 。
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れてしまう可能性がある。

ⅰ に つ い て は 、 各 市 町 に 、 未 登

記の建物の把握について努力を促

す。

ⅱ に つ い て は 、 県 が 未 登 記 物 件

を把握することは非常に困難であ

る。

し か し な が ら 、 課 税 の 公 平 性と

いう観点からは、時効による不動

産取得税の課税漏れは、簡単に容

認できるものではなく、時効前に

把握する努力を継続する必要があ

る。

県においては、時効による課税

の漏れが生じないよう、これまで

以上に努力し、課税物件の把握に

努めていただきたい。

５ ゴルフ場利用税

( 1 ) ゴ ル フ 場 （ 特 別 ゴルフ場利用税の特別徴収義務 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金 制 度 は 、

徴 収 義 務 者 ） に 対 者に対して、県は納期限内納入額 納 期 内 納 入 の 促 進 を 図 る た め 、 ゴ

す る 交 付 金 に つ い の 1 . 7 ％ の 交 付 金 を 支 払 っ て い ル フ 場 の 利 用 者 か ら の 徴 収 や 一 定

て る。 期 間 の 帳 簿 の 保 管 等 の 事 務 負 担 に

その目的は、ゴルフ場利用税の 対 し そ の 経 費 の 一 部 を ゴ ル フ 場 に

特別徴収制度の適正な運用を図る 補 助 す る 制 度 で あ り 、 特 別 徴 収 制

とともに、ゴルフ場の徴収事務に 度 の 円 滑 な 運 営 と 県 税 収 入 の 安 定

係る負担に配慮したものと考えら 的確保に寄与している。

れる。 さ ら に 、 他 の ほ と ん ど の 都 道 府

しかしながら、ゴルフ場利用税 県 も 本 県 と 同 様 交 付 金 制 度 を 導 入

は利用者が負担するものであり、 している。 （税務課）

ゴルフ場は一時的に預かっている

に す ぎ ず 、 特 別 徴 収 義 務 者 に 対

し、交付金を払う必要があるのか

疑問を感じざるを得ない。

特別徴収事務の導入時ならとも

かく、広く周知され一般的に特別

徴収が行われている現状では、交

付基準の見直しや、交付金制度そ

のものについて再検討が必要であ

る。

(2 ) 「 ゴ ル フ 場 利 用 特別徴収義務者が本来適用すべ 当 該 案 件 に つ い て は 、 平 成 28年

料 金 等 変 更 予 定 届 き税率よりも低い税率で申告納入 度 に 開 催 さ れ た 近 県 会 議 に お い

出 書 」 の 提 出 が な していたにも関わらず、更正して て 、 国 に 協 議 し た と こ ろ 、 遡 っ て

い 場 合 の 更 正 に つ いない。 税 率 を 更 正 す る こ と は 法 的 に で き

いて 平成 26年９月のゴルフ場への訪 ないとの見解が示された。

問 調 査 で 、 本 来 ５ 級 （ 800円 の ゴ ま た 、 近 県 に お い て も 本 県 と 同

ルフ場利用税）で徴収すべきとこ 様の取扱いがされている。

ろ 、 ６ 級 （ 700円 ） で 徴 収 し て い な お 、 平 成 28年 度 に 特 別 徴 収 義

た事実が判明した。 務 者 変 更 届 出 書 の 提 出 漏 れ が な い

この結果、平成 26年４月から平 よ う 事 業 者 へ の 指 導 を 徹 底 し た 。

成 26年８月までの納入額が約 95万 （税務課）

円不足であったが、平成 26年９月

からの改善を指導したのみで、不

足税額については更正されていな

い。

ゴルフ場利用税の等級（税率）

は、栃木県県税条例において「ゴ

ルフ場の規模、利用料金その他の

規則で定める基準により、ゴルフ

場ごとに知事が定める。」と規定

しており、法令解釈として、「ゴ

ルフ場利用税の等級（税率）は、

等級決定によって等級が定まるこ

とにより定まるのであって、等級

決定がない以上、従前の等級によ

って算出される税額がゴルフ場利

用税の税額となるものである。」

という解釈論があるとのことであ

るが、不足税額を把握しながら、

それに対応するすべを持たないの

は、課税の公平性や公正性に反す

ると考えられる。

この事例のように遡って更正で

きないという現状では、適正に事

務を行っているゴルフ場との間に

は著しい不平等があると言わざる

を得ない。

ゴルフ場利用税の等級（税率）

決定について、近県と協調して法

令解釈を国に協議することなども

含め、今一度検討すべきである。

(3 ) ゴ ル フ 場 利 用 税 ① 減額更正 課 税 の 公 正 ・ 公 平 性 を 維 持 す る

の更正について ゴルフ場への訪問調査の結果、 観 点 か ら 、 平 成 28年 度 に 減 額 更 正

非課税適用者を特例税率適用者と 額 の 規 模 に 関 わ ら ず 、 適 正 に 減 額

誤って申告していた事実を把握し 処 理 を 行 う よ う 取 扱 い を 徹 底 し

た。これについては、特別徴収義 た。 （税務課）

務者の過大納入となっているが納

税額の返還をしていない。金額は

僅少ではあるが、減額更正すべき

である。

② 増額更正 課 税 の 公 正 ・ 公 平 性 を 維 持 す る

ゴルフ場への訪問調査の結果、 観 点 か ら 、 平 成 28年 度 に 増 額 更 正

特例税率適用者を非課税適用者と 額 の 規 模 に 関 わ ら ず 、 適 正 に 課 税

誤って申告していた事実を把握し を行うよう取扱いを徹底した。

た。これについては、特別徴収事 （税務課）

務者の過少納入となっているが指

導にとどめ、更正をしていない。

現状では、このように金額が僅少

な場合の取扱いはない。金額は僅
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少ではあるが、課税の公平性や公

正性からして、不足税額を放置し

ておく正当な理由はなく、更正す

べきである。

(4 ) 調 査 結 果 の 通 知 特 別 徴 収 義 務 者 へ の 調 査 の 結 平 成 28年 度 か ら 、 増 減 額 の 規 模

について 果、誤った納税額を把握している に か か わ ら ず 、 減 額 又 は 増 額 更 正

にもかかわらず、「更正又は決定 を行うこととした。 （税務課）

若しくは決定すべきと認められな

い旨の通知書」を発行している。

たとえ、指導にとどめ更正処分

をしなかったとしても、「更正又

は決定若しくは決定すべきと認め

られない旨の通知書」を発行する

ことは、今後の指導にも影響を与

えることが懸念される。

(5 ) 調 査 票 の 記 載 に ゴルフ場へは３年に一度実地調 平 成 2 8 年 度 か ら 、 申 告 額 や 課

ついて 査を行っているが、その際の調査 税 、 非 課 税 の 適 否 の 判 断 が 明 確 化

票の記載に、あいまいな記述が散 す る よ う 統 一 し た 調 査 票 様 式 を 定

見される。 め る と と も に 、 様 式 内 に 詳 細 な 記

例えば、ゴルフ場利用税徴収簿 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の 実 地 調 査

と営業日報とに差異を発見したに は 、 こ れ に 基 づ き 実 施 す る よ う 取

もかかわらず、その理由が記載さ 扱いの徹底を図った。 （税務課）

れていないために、徴収額が適正

であったのか否かの判断ができな

い事例や、特例適用者と非課税適

用者の取り違えがあったのか否か

の判断に窮するような、あいまい

な記述がなされていた。

調査票の記載については、第三

者の的確な判断ができるよう、記

載マニュアル等の整備が求められ

る。

(6 ) 調 査 票 の 統 一 に ゴ ル フ 場 へ 実 地 調 査 し た 場 合 平 成 28年 度 か ら 、 統 一 し た 調 査

ついて に、調査票を県税事務所の担当者 票 様 式 を 定 め る と と も に 、 様 式 内

が作成しているが、調査票の様式 に 詳 細 な 記 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の

が各県税事務所においてまちまち 実 地 調 査 は 、 こ れ に 基 づ き 実 施 す

である。 る よ う 取 扱 い の 徹 底 を 図 っ た 。

記載マニュアルの整備とともに （税務課）

調査票の様式も統一して整備すべ

きである。

６ 自 動 車 取 得 税 ・

自動車税

( 1 ) 自 動 車 税 減 免 の 継続して減免となる者について 減 免 の 継 続 に 当 た っ て は 、 こ れ

継続について は、葉書による使用状況調査のみ ま で も 、 ハ ガ キ に よ る 調 査 だ け で

であり、長期間変更のない者につ な く 、 身 障 者 手 帳 の 返 納 状 況 を 確

いては、改めて資料等の提出を求 認 す る 補 完 調 査 な ど 、 減 免 要 件 に

める必要がある場合がある。 該 当 す る か ど う か の 実 態 確 認 を 行

成 26年８月までの納入額が約 95万 （税務課）

円不足であったが、平成 26年９月

からの改善を指導したのみで、不

足税額については更正されていな

い。

ゴルフ場利用税の等級（税率）

は、栃木県県税条例において「ゴ

ルフ場の規模、利用料金その他の

規則で定める基準により、ゴルフ

場ごとに知事が定める。」と規定

しており、法令解釈として、「ゴ

ルフ場利用税の等級（税率）は、

等級決定によって等級が定まるこ

とにより定まるのであって、等級

決定がない以上、従前の等級によ

って算出される税額がゴルフ場利

用税の税額となるものである。」

という解釈論があるとのことであ

るが、不足税額を把握しながら、

それに対応するすべを持たないの

は、課税の公平性や公正性に反す

ると考えられる。

この事例のように遡って更正で

きないという現状では、適正に事

務を行っているゴルフ場との間に

は著しい不平等があると言わざる

を得ない。

ゴルフ場利用税の等級（税率）

決定について、近県と協調して法

令解釈を国に協議することなども

含め、今一度検討すべきである。

(3 ) ゴ ル フ 場 利 用 税 ① 減額更正 課 税 の 公 正 ・ 公 平 性 を 維 持 す る

の更正について ゴルフ場への訪問調査の結果、 観 点 か ら 、 平 成 28年 度 に 減 額 更 正

非課税適用者を特例税率適用者と 額 の 規 模 に 関 わ ら ず 、 適 正 に 減 額

誤って申告していた事実を把握し 処 理 を 行 う よ う 取 扱 い を 徹 底 し

た。これについては、特別徴収義 た。 （税務課）

務者の過大納入となっているが納

税額の返還をしていない。金額は

僅少ではあるが、減額更正すべき

である。

② 増額更正 課 税 の 公 正 ・ 公 平 性 を 維 持 す る

ゴルフ場への訪問調査の結果、 観 点 か ら 、 平 成 28年 度 に 増 額 更 正

特例税率適用者を非課税適用者と 額 の 規 模 に 関 わ ら ず 、 適 正 に 課 税

誤って申告していた事実を把握し を行うよう取扱いを徹底した。

た。これについては、特別徴収事 （税務課）

務者の過少納入となっているが指

導にとどめ、更正をしていない。

現状では、このように金額が僅少

な場合の取扱いはない。金額は僅
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少ではあるが、課税の公平性や公

正性からして、不足税額を放置し

ておく正当な理由はなく、更正す

べきである。

(4 ) 調 査 結 果 の 通 知 特 別 徴 収 義 務 者 へ の 調 査 の 結 平 成 28年 度 か ら 、 増 減 額 の 規 模

について 果、誤った納税額を把握している に か か わ ら ず 、 減 額 又 は 増 額 更 正

にもかかわらず、「更正又は決定 を行うこととした。 （税務課）

若しくは決定すべきと認められな

い旨の通知書」を発行している。

たとえ、指導にとどめ更正処分

をしなかったとしても、「更正又

は決定若しくは決定すべきと認め

られない旨の通知書」を発行する

ことは、今後の指導にも影響を与

えることが懸念される。

(5 ) 調 査 票 の 記 載 に ゴルフ場へは３年に一度実地調 平 成 2 8 年 度 か ら 、 申 告 額 や 課

ついて 査を行っているが、その際の調査 税 、 非 課 税 の 適 否 の 判 断 が 明 確 化

票の記載に、あいまいな記述が散 す る よ う 統 一 し た 調 査 票 様 式 を 定

見される。 め る と と も に 、 様 式 内 に 詳 細 な 記

例えば、ゴルフ場利用税徴収簿 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の 実 地 調 査

と営業日報とに差異を発見したに は 、 こ れ に 基 づ き 実 施 す る よ う 取

もかかわらず、その理由が記載さ 扱いの徹底を図った。 （税務課）

れていないために、徴収額が適正

であったのか否かの判断ができな

い事例や、特例適用者と非課税適

用者の取り違えがあったのか否か

の判断に窮するような、あいまい

な記述がなされていた。

調査票の記載については、第三

者の的確な判断ができるよう、記

載マニュアル等の整備が求められ

る。

(6 ) 調 査 票 の 統 一 に ゴ ル フ 場 へ 実 地 調 査 し た 場 合 平 成 28年 度 か ら 、 統 一 し た 調 査

ついて に、調査票を県税事務所の担当者 票 様 式 を 定 め る と と も に 、 様 式 内

が作成しているが、調査票の様式 に 詳 細 な 記 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の

が各県税事務所においてまちまち 実 地 調 査 は 、 こ れ に 基 づ き 実 施 す

である。 る よ う 取 扱 い の 徹 底 を 図 っ た 。

記載マニュアルの整備とともに （税務課）

調査票の様式も統一して整備すべ

きである。

６ 自 動 車 取 得 税 ・

自動車税

( 1 ) 自 動 車 税 減 免 の 継続して減免となる者について 減 免 の 継 続 に 当 た っ て は 、 こ れ

継続について は、葉書による使用状況調査のみ ま で も 、 ハ ガ キ に よ る 調 査 だ け で

であり、長期間変更のない者につ な く 、 身 障 者 手 帳 の 返 納 状 況 を 確

いては、改めて資料等の提出を求 認 す る 補 完 調 査 な ど 、 減 免 要 件 に

める必要がある場合がある。 該 当 す る か ど う か の 実 態 確 認 を 行

現状では、いつから減免の対象 っ て お り 、 今 後 も 引 き 続 き 実 態 の

者となったか容易に把握できず、 把握に努めていく。 （税務課）

葉書で変更がない旨の回答を得れ

ば、自動車税は継続して減免扱い

と な っ て し ま う 。 常 識 的 に 考 え

て、あまりにも長期間変更届けが

ない場合には、何らかの疑いを持

つ必要があると考えられる。

税の免除については、公正な判

断が求められ、慎重に取り扱う必

要がある。したがって、まずは、

いつ認定され、いつ変更届けが提

出されたかを把握する体制を整え

る必要がある。そのうえで、長期

間変更のない者については、改め

て必要書類を確認する等の措置を

考慮すべきである。

(2 ) 減 免 申 請 に 必 要 障害を理由とする減免申請を行 平 成 28年 度 か ら 、 減 免 申 請 の 受

な 書 類 の 不 備 に つ う場合で、運転者が障害者本人で 付 に 当 た っ て は 、 申 請 書 類 に 不 備

いて なく生計同一者である場合には、 が な い よ う 、 複 数 人 で チ ェ ッ ク す

住民票の提出が必要であるが、住 る な ど 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し

民票が添付されていないケースが た。 （税務課）

あった。

障害者手帳の住所と運転者の免

許 証 の 住 所 と が 一 致 し て い た た

め、生計同一者との推定はできる

が、住民票の原本の添付が必要で

ある。結果的に、申請書類に不備

があったにもかかわらず、減免を

認めたことになってしまった。

申請受付にあたっては、さらな

る注意が必要である。

(3 ) 自 動 車 税 減 免 の 減免手続きがすみやかに取られ 減 免 手 続 き の 周 知 に つ い て は 、

手続きについて ていないケースが多々ある。 パ ン フ レ ッ ト 等 に よ る 広 報 活 動 以

自 動 車 税 の 減 免 に 関 す る 広 報 外 に 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 新 聞 等

は、①県税のしおり②自動車税納 の 媒 体 も 活 用 し て お り 、 今 後 も 引

付書に同封するパンフレット③各 き 続 き 広 報 活 動 に 努 め て い く 。

市町の広報誌（春号）における広 （税務課）

報④各市町の福祉担当の窓口に備

え置いてもらっているパンフレッ

ト（自動車税の減免、自動車取得

税の免除制度について）等により

行っているが、減免対象者にもか

かわらず、数か月あるいは数年間

に渡って減免手続きを行っていな

いケースがあった。県の広報が隅

々まで行き渡っていれば、多くの

場合、納税者の不利益が解消され

たと考えられる。



（15）栃 木 県 公 報平成29年３月31日　金曜日 号外第18号

現状では、いつから減免の対象 っ て お り 、 今 後 も 引 き 続 き 実 態 の

者となったか容易に把握できず、 把握に努めていく。 （税務課）

葉書で変更がない旨の回答を得れ

ば、自動車税は継続して減免扱い

と な っ て し ま う 。 常 識 的 に 考 え

て、あまりにも長期間変更届けが

ない場合には、何らかの疑いを持

つ必要があると考えられる。

税の免除については、公正な判

断が求められ、慎重に取り扱う必

要がある。したがって、まずは、

いつ認定され、いつ変更届けが提

出されたかを把握する体制を整え

る必要がある。そのうえで、長期

間変更のない者については、改め

て必要書類を確認する等の措置を

考慮すべきである。

(2 ) 減 免 申 請 に 必 要 障害を理由とする減免申請を行 平 成 28年 度 か ら 、 減 免 申 請 の 受

な 書 類 の 不 備 に つ う場合で、運転者が障害者本人で 付 に 当 た っ て は 、 申 請 書 類 に 不 備

いて なく生計同一者である場合には、 が な い よ う 、 複 数 人 で チ ェ ッ ク す

住民票の提出が必要であるが、住 る な ど 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し

民票が添付されていないケースが た。 （税務課）

あった。

障害者手帳の住所と運転者の免

許 証 の 住 所 と が 一 致 し て い た た

め、生計同一者との推定はできる

が、住民票の原本の添付が必要で

ある。結果的に、申請書類に不備

があったにもかかわらず、減免を

認めたことになってしまった。

申請受付にあたっては、さらな

る注意が必要である。

(3 ) 自 動 車 税 減 免 の 減免手続きがすみやかに取られ 減 免 手 続 き の 周 知 に つ い て は 、

手続きについて ていないケースが多々ある。 パ ン フ レ ッ ト 等 に よ る 広 報 活 動 以

自 動 車 税 の 減 免 に 関 す る 広 報 外 に 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 新 聞 等

は、①県税のしおり②自動車税納 の 媒 体 も 活 用 し て お り 、 今 後 も 引

付書に同封するパンフレット③各 き 続 き 広 報 活 動 に 努 め て い く 。

市町の広報誌（春号）における広 （税務課）

報④各市町の福祉担当の窓口に備

え置いてもらっているパンフレッ

ト（自動車税の減免、自動車取得

税の免除制度について）等により

行っているが、減免対象者にもか

かわらず、数か月あるいは数年間

に渡って減免手続きを行っていな

いケースがあった。県の広報が隅

々まで行き渡っていれば、多くの

場合、納税者の不利益が解消され

たと考えられる。

県のこれまでの広報の努力は認

められるが、例えば、自動車販売

店にパンフレットを備え置いても

ら う な ど 、 よ り 広 報 活 動 を 強 化

し、すべての減免対象者が、すみ

やかに減免手続きを実行できるよ

う 広 報 活 動 に 努 め て い た だ き た

い。

(4 ) 統 計 資 料 の 入 り 税務オンラインシステムの制約 平 成 28年 度 か ら 、 登 録 月 と 徴 収

繰りについて により、本来自動車税の調定額と 月 が 異 な る 自 動 車 税 （ 証 紙 分 ） に

して集計されるべき金額が、統計 つ い て も 自 動 車 税 と し て 集 計 で き

資料上は自動車取得税として集計 るよう、システムを改修した。

されてしまっている事例が検出さ （税務課）

れた。

金額は僅少であるが、統計資料

の正確性を期すため、このような

入り繰りを補正する必要がある。

(5 ) 付 加 物 調 査 の 調 自動車取得税の課税標準には車 付 加 物 の 適 正 な 取 扱 い が 統 一 的

査対象者について 両本体のほか付加物（ラジオ、ヒ に 図 ら れ る よ う 、 平 成 2 8 年 度 か

ーター、クーラーその他の自動車 ら 、 新 た に 県 内 の 独 立 系 新 車 販 売

に 取 り 付 け ら れ る 自 動 車 の 附 属 業 者 も 対 象 に 加 え て 付 加 物 調 査 を

物 ） を 含 め る こ と に な っ て い る 実施することとした。

が、付加物の範囲が比較的複雑な な お 、 県 外 拠 点 の 新 車 販 売 業 者

ため、付加物の誤申告が生じる可 に つ い て は 、 そ の 所 在 地 の 都 道 府

能性がある。県では誤申告を防ぐ 県 が 調 査 を 行 っ て い る こ と か ら 、

目的で、一般社団法人日本自動車 近 隣 他 県 の 実 施 状 況 を 踏 ま え 、 必

販 売 協 会 連 合 会 （ 以 下 「 自 販 協 要 に 応 じ て 調 査 を 実 施 す る こ と と

会」という。）の栃木県支部会員 した。 （税務課）

の新車販売業者へ現地調査に行っ

ている。

しかし、自販協会栃木県支部の

会員はディーラー系の 34社（平成

26年７月１日時点）のみであり、

独立系の新車販売業者（サブディ

ーラー）や県外に拠点を置く新車

販売業者は調査対象者から外れて

しまっている。

自販協会会員の申告は自販協会

栃木県支部の登録業務代行センタ

ーが代行しており、付加物の範囲

に対する見解は統一されているも

のと推測されるため、会員の申告

については誤申告のリスクは比較

的高くないと思われる。むしろ独

立系の新車販売業者の方が見解の

統一が図られておらず誤申告のリ

スクが比較的高いと考えられる。

現状では自販協会会員に対して

３～４年ごとに巡回して調査を実
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県のこれまでの広報の努力は認

められるが、例えば、自動車販売

店にパンフレットを備え置いても

ら う な ど 、 よ り 広 報 活 動 を 強 化

し、すべての減免対象者が、すみ

やかに減免手続きを実行できるよ

う 広 報 活 動 に 努 め て い た だ き た

い。

(4 ) 統 計 資 料 の 入 り 税務オンラインシステムの制約 平 成 28年 度 か ら 、 登 録 月 と 徴 収

繰りについて により、本来自動車税の調定額と 月 が 異 な る 自 動 車 税 （ 証 紙 分 ） に

して集計されるべき金額が、統計 つ い て も 自 動 車 税 と し て 集 計 で き

資料上は自動車取得税として集計 るよう、システムを改修した。

されてしまっている事例が検出さ （税務課）

れた。

金額は僅少であるが、統計資料

の正確性を期すため、このような

入り繰りを補正する必要がある。

(5 ) 付 加 物 調 査 の 調 自動車取得税の課税標準には車 付 加 物 の 適 正 な 取 扱 い が 統 一 的

査対象者について 両本体のほか付加物（ラジオ、ヒ に 図 ら れ る よ う 、 平 成 2 8 年 度 か

ーター、クーラーその他の自動車 ら 、 新 た に 県 内 の 独 立 系 新 車 販 売

に 取 り 付 け ら れ る 自 動 車 の 附 属 業 者 も 対 象 に 加 え て 付 加 物 調 査 を

物 ） を 含 め る こ と に な っ て い る 実施することとした。

が、付加物の範囲が比較的複雑な な お 、 県 外 拠 点 の 新 車 販 売 業 者

ため、付加物の誤申告が生じる可 に つ い て は 、 そ の 所 在 地 の 都 道 府

能性がある。県では誤申告を防ぐ 県 が 調 査 を 行 っ て い る こ と か ら 、

目的で、一般社団法人日本自動車 近 隣 他 県 の 実 施 状 況 を 踏 ま え 、 必

販 売 協 会 連 合 会 （ 以 下 「 自 販 協 要 に 応 じ て 調 査 を 実 施 す る こ と と

会」という。）の栃木県支部会員 した。 （税務課）

の新車販売業者へ現地調査に行っ

ている。

しかし、自販協会栃木県支部の

会員はディーラー系の 34社（平成

26年７月１日時点）のみであり、

独立系の新車販売業者（サブディ

ーラー）や県外に拠点を置く新車

販売業者は調査対象者から外れて

しまっている。

自販協会会員の申告は自販協会

栃木県支部の登録業務代行センタ

ーが代行しており、付加物の範囲

に対する見解は統一されているも

のと推測されるため、会員の申告

については誤申告のリスクは比較

的高くないと思われる。むしろ独

立系の新車販売業者の方が見解の

統一が図られておらず誤申告のリ

スクが比較的高いと考えられる。

現状では自販協会会員に対して

３～４年ごとに巡回して調査を実

施しているが、まだ調査を実施し

ていない独立系や県外の新車販売

業者に対して調査を実施した方が

調査の実効性を高められるはずで

あり、調査範囲の見直しが必要で

ある。

７ 軽油引取税

( 1 ) 免 税 軽 油 使 用 者 免税軽油の引き取り等に係る報 平 成 28年 度 か ら 、 納 品 書 等 が 紛

か ら 紛 失 届 が 提 出 告書を県がチェックをする際に、 失 に よ り 確 認 で き な い 場 合 は 、 購

さ れ た 場 合 の 対 応 納品書や領収書を紛失した免税軽 入 先 に 販 売 を 証 す る 書 類 を 提 出 さ

について 油使用者に対しては、紛失届を提 せるよう取扱いの徹底を図った。

出させ軽油の使用状況を口頭で確 （税務課）

認している事例がある。

現状では、紛失届を提出した免

税軽油使用者が、過去においても

紛失届を提出しているか否かを把

握していない県税事務所もある。

仮に頻繁に紛失届を提出する免

税軽油使用者がいる場合において

は、実地調査を行うことや、過去

に紛失届を出しているか状況を把

握できるよう、免税軽油使用者証

に、紛失届を提出した事実を記載

するなどの措置を講ずる必要があ

る。

(2 ) 農 業 経 営 者 に よ 農業を営む免税軽油使用者に対 当 該 案 件 に つ い て 、 平 成 28年 度

る 免 税 軽 油 の 不 正 する実地調査の結果、圃場内走行 の 調 査 の 結 果 、 免 税 用 途 以 外 の 使

使用について 用トラックに免税軽油を使用して 用は認められなかった。

いた事実を把握した。 平 成 28年 度 か ら は 、 実 地 調 査 を

免税軽油を免税用途以外の用途 行 っ た 際 に 免 税 用 途 以 外 に 使 用 し

に供した場合には、軽油引取税を て い る 事 実 な ど を 確 認 し た 場 合 に

県に納付しなければならない。 は 、 速 や か に 賦 課 徴 収 権 を 有 す る

当該事例においては、指導にと 栃 木 県 税 事 務 所 へ 調 査 事 案 の 引 継

どめているが、指導にとどめる明 ぎ を す る こ と を 徹 底 し た 。

確な根拠はなく、本来は軽油引取 （税務課）

税を納付させるべきである。

(3 ) 調 査 結 果 の 通 知 農業を営む免税軽油使用者に対 詳 細 な 調 査 を 行 っ て も な お 、 不

について する実地調査の結果、不正使用を 正 使 用 を し て い る こ と が 明 確 で な

把握している若しくは疑わしい事 い が 、 疑 義 が 残 る 場 合 は 、 備 考 欄

例 を 把 握 し て い る に も か か わ ら に 指 導 事 項 等 を 記 載 す る な ど し た

ず、「更正又は決定若しくは賦課 上 で 通 知 す る よ う 平 成 28年 度 に 取

決定すべきと認められない旨の通 扱いの徹底を図った。 （税務課）

知書」を発行している。

たとえ指導にとどめ更正処分を

しなかったとしても、このような

免税軽油使用者に対し、上記の通

知を発行することは、県が容認し

ているとの誤解を生じることにな
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り、今後の指導にも影響を与える

ことが懸念される。

したがって、このような免税軽

油使用者へは、上記通知を発行す

べきではない。

(4 ) 調 査 票 の 統 一 に 免税軽油使用者へ実地調査した 平 成 28年 度 に 統 一 し た 調 査 票 様

ついて 場合に、調査票を各県税事務所の 式 を 定 め る と と も に 、 様 式 内 に 詳

担当者が作成しているが、調査票 細 な 記 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の 実 地

の様式が各県税事務所において異 調 査 は 、 こ れ に よ り 行 う よ う 取 扱

なる。 いの徹底を図った。 （税務課）

記載マニュアルの整備とともに

調査票の様式も統一して整備すべ

きである。

８ 軽 油 引 取 税 実 額

調査

( 1 ) 路 上 抜 取 調 査 で 路上抜取調査結果一覧を閲覧し 路 上 抜 取 調 査 に お い て 、 平 成 27

の ビ デ オ カ メ ラ を たところ、対象車輌のうち警察官 年 度 か ら ビ デ オ カ メ ラ を 設 置 し 、

活 用 し た 実 効 性 向 の制止を無視して通過し、さらに 通 過 車 両 へ の 調 査 強 化 な ど 実 効 性

上 へ の 期 待 に つ い 県職員による車輌のナンバープレ の向上に努めた。 （税務課）

て ートの読み取りが出来なかった事

例があった。

路上抜取調査では、通過する対

象車輌を複数の県職員によって目

視 に よ り 観 察 を し て い る 。 し か

し、路上調査を無視して通過して

いく通過車輌には、車間距離を短

くして複数車輌で通過する場合や

車輌のナンバープレートが汚れて

いる等の場合があり、県職員の目

視による観察にも限界がある。

県税事務所では、平成 27年度よ

りビデオカメラを活用し車輌のナ

ンバープレートの読み取り精度を

上げ、路上抜取調査を無視した通

過車輛への調査強化を行う予定で

ある。ビデオカメラを活用した路

上抜取調査の実効性が向上するこ

とを期待する。

(2 ) ガ ソ リ ン 車 か ら 路 上 抜 取 調 査 結 果 一 覧 に よ る 平 成 28年 度 か ら 、 軽 油 引 取 税 調

の 抜 取 調 査 に つ い と、路上抜取調査で、ガソリン車 査 担 当 に 対 し 、 路 上 抜 取 り 調 査 に

て から燃料の抜き取りをしている案 お け る ド ラ イ バ ー へ の 調 査 趣 旨 の

件があった。 十 分 な 説 明 と デ ィ ー ゼ ル 車 の 確 認

路上抜取調査の現場では、ナン を徹底した。 （税務課）

バープレートや車体形状からはデ

ィーゼル車かガソリン車かの区別

がつかないこともある。案件では

燃料抜き取りを行った職員の調査

経験が浅く、ガソリン車であるこ

施しているが、まだ調査を実施し

ていない独立系や県外の新車販売

業者に対して調査を実施した方が

調査の実効性を高められるはずで

あり、調査範囲の見直しが必要で

ある。

７ 軽油引取税

( 1 ) 免 税 軽 油 使 用 者 免税軽油の引き取り等に係る報 平 成 28年 度 か ら 、 納 品 書 等 が 紛

か ら 紛 失 届 が 提 出 告書を県がチェックをする際に、 失 に よ り 確 認 で き な い 場 合 は 、 購

さ れ た 場 合 の 対 応 納品書や領収書を紛失した免税軽 入 先 に 販 売 を 証 す る 書 類 を 提 出 さ

について 油使用者に対しては、紛失届を提 せるよう取扱いの徹底を図った。

出させ軽油の使用状況を口頭で確 （税務課）

認している事例がある。

現状では、紛失届を提出した免

税軽油使用者が、過去においても

紛失届を提出しているか否かを把

握していない県税事務所もある。

仮に頻繁に紛失届を提出する免

税軽油使用者がいる場合において

は、実地調査を行うことや、過去

に紛失届を出しているか状況を把

握できるよう、免税軽油使用者証

に、紛失届を提出した事実を記載

するなどの措置を講ずる必要があ

る。

(2 ) 農 業 経 営 者 に よ 農業を営む免税軽油使用者に対 当 該 案 件 に つ い て 、 平 成 28年 度

る 免 税 軽 油 の 不 正 する実地調査の結果、圃場内走行 の 調 査 の 結 果 、 免 税 用 途 以 外 の 使

使用について 用トラックに免税軽油を使用して 用は認められなかった。

いた事実を把握した。 平 成 28年 度 か ら は 、 実 地 調 査 を

免税軽油を免税用途以外の用途 行 っ た 際 に 免 税 用 途 以 外 に 使 用 し

に供した場合には、軽油引取税を て い る 事 実 な ど を 確 認 し た 場 合 に

県に納付しなければならない。 は 、 速 や か に 賦 課 徴 収 権 を 有 す る

当該事例においては、指導にと 栃 木 県 税 事 務 所 へ 調 査 事 案 の 引 継

どめているが、指導にとどめる明 ぎ を す る こ と を 徹 底 し た 。

確な根拠はなく、本来は軽油引取 （税務課）

税を納付させるべきである。

(3 ) 調 査 結 果 の 通 知 農業を営む免税軽油使用者に対 詳 細 な 調 査 を 行 っ て も な お 、 不

について する実地調査の結果、不正使用を 正 使 用 を し て い る こ と が 明 確 で な

把握している若しくは疑わしい事 い が 、 疑 義 が 残 る 場 合 は 、 備 考 欄

例 を 把 握 し て い る に も か か わ ら に 指 導 事 項 等 を 記 載 す る な ど し た

ず、「更正又は決定若しくは賦課 上 で 通 知 す る よ う 平 成 28年 度 に 取

決定すべきと認められない旨の通 扱いの徹底を図った。 （税務課）

知書」を発行している。

たとえ指導にとどめ更正処分を

しなかったとしても、このような

免税軽油使用者に対し、上記の通

知を発行することは、県が容認し

ているとの誤解を生じることにな



（18） 栃 木 県 公 報 号外第18号平成29年３月31日　金曜日

り、今後の指導にも影響を与える

ことが懸念される。

したがって、このような免税軽

油使用者へは、上記通知を発行す

べきではない。

(4 ) 調 査 票 の 統 一 に 免税軽油使用者へ実地調査した 平 成 28年 度 に 統 一 し た 調 査 票 様

ついて 場合に、調査票を各県税事務所の 式 を 定 め る と と も に 、 様 式 内 に 詳

担当者が作成しているが、調査票 細 な 記 載 要 領 を 示 し 、 今 後 の 実 地

の様式が各県税事務所において異 調 査 は 、 こ れ に よ り 行 う よ う 取 扱

なる。 いの徹底を図った。 （税務課）

記載マニュアルの整備とともに

調査票の様式も統一して整備すべ

きである。

８ 軽 油 引 取 税 実 額

調査

( 1 ) 路 上 抜 取 調 査 で 路上抜取調査結果一覧を閲覧し 路 上 抜 取 調 査 に お い て 、 平 成 27

の ビ デ オ カ メ ラ を たところ、対象車輌のうち警察官 年 度 か ら ビ デ オ カ メ ラ を 設 置 し 、

活 用 し た 実 効 性 向 の制止を無視して通過し、さらに 通 過 車 両 へ の 調 査 強 化 な ど 実 効 性

上 へ の 期 待 に つ い 県職員による車輌のナンバープレ の向上に努めた。 （税務課）

て ートの読み取りが出来なかった事

例があった。

路上抜取調査では、通過する対

象車輌を複数の県職員によって目

視 に よ り 観 察 を し て い る 。 し か

し、路上調査を無視して通過して

いく通過車輌には、車間距離を短

くして複数車輌で通過する場合や

車輌のナンバープレートが汚れて

いる等の場合があり、県職員の目

視による観察にも限界がある。

県税事務所では、平成 27年度よ

りビデオカメラを活用し車輌のナ

ンバープレートの読み取り精度を

上げ、路上抜取調査を無視した通

過車輛への調査強化を行う予定で

ある。ビデオカメラを活用した路

上抜取調査の実効性が向上するこ

とを期待する。

(2 ) ガ ソ リ ン 車 か ら 路 上 抜 取 調 査 結 果 一 覧 に よ る 平 成 28年 度 か ら 、 軽 油 引 取 税 調

の 抜 取 調 査 に つ い と、路上抜取調査で、ガソリン車 査 担 当 に 対 し 、 路 上 抜 取 り 調 査 に

て から燃料の抜き取りをしている案 お け る ド ラ イ バ ー へ の 調 査 趣 旨 の

件があった。 十 分 な 説 明 と デ ィ ー ゼ ル 車 の 確 認

路上抜取調査の現場では、ナン を徹底した。 （税務課）

バープレートや車体形状からはデ

ィーゼル車かガソリン車かの区別

がつかないこともある。案件では

燃料抜き取りを行った職員の調査

経験が浅く、ガソリン車であるこ

とに気づかずそのまま抜き取りを

していた。

路上抜取調査の目的は、不正軽

油の販売業者や消費者等の発見や

摘発であり、ガソリン車は対象に

ならない。調査現場では、ドライ

バ ー へ の 調 査 趣 旨 を 充 分 に 説 明

し、必要であれば車検証を確認す

るなどして、路上抜取調査の対象

車輌であるかの確認を徹底すべき

である。

(3 ) 県 外 の 不 正 軽 油 路上抜取調査の結果、不正軽油 県 外 の 不 正 軽 油 事 業 者 に つ い て

販 売 業 者 へ の 対 応 の販売業者が県外事業者である可 は 、 会 議 等 を 通 じ て 各 都 道 府 県 と

について 能性が高い案件があった。この案 情報交換を行っている。

件は、販売業者の拠点がある他県 ま た 、 当 該 案 件 の よ う な 場 合 に

の担当課へ調査結果を電話連絡し は 、 電 話 連 絡 や 文 書 に よ る 都 道 府

継続調査としていた。 県 間 の 相 互 通 報 を 引 き 続 き 実 施 し

不正軽油に関する地方税法の規 ている。

定に基づく調査権限は、県内に拠 今 後 と も 、 他 県 と 連 携 し な が ら

点を置く事業者に限定される。販 適切に対応していく。 （税務課）

売業者が県外の場合、行政管轄権

からその後の対応は他の都道府県

に委ねられ、栃木県には賦課徴収

権がない。

県は、不正軽油撲滅連絡協議会

に参加し不正軽油防止の強化を図

っている。引き続き他県の担当課

と連絡を密にして課税強化をすべ

きである。

(4 ) 犯 則 嫌 疑 事 件 の 以前から定期的に指導を行って 脱 税 の 疑 義 が あ る 場 合 は 、 こ れ

早 期 犯 則 調 査 に つ きた事業者に対して、その指導か ま で も 、 可 能 な 限 り 犯 則 調 査 の 早

いて ら数年経過した後に犯則嫌疑事件 期 着 手 に 努 め て い る と こ ろ で あ

として強制調査を実施し、更正・ り、今後も適切に対応していく。

決 定 及 び 加 算 金 決 定 処 分 を 行 っ （税務課）

た。この事業者から、処分の取り

消しを求める訴えが裁判所に提起

されている。犯則調査着手の時期

等の具体的規定はないが、脱税の

疑義がある場合には、早期に犯則

調査に着手すべきである。

９ 軽 油 引 取 税 免 税

証関係

( 1 ) 軽 油 引 取 税 免 税 各県税事務所では、軽油引取税 平 成 28年 度 か ら 、 新 た に 軽 油 引

証 を 作 成 す る 専 用 免 税 証 （ 以 下 「 免 税 証 」 と い 取 免 税 証 管 理 簿 の 様 式 を 作 成 し 、

用 紙 の 管 理 に つ い う。）を作成する専用用紙の入出 受 払 の 都 度 、 入 出 庫 状 況 を 記 載

て 庫記録簿が作成されておらず、専 し 、 定 期 的 に 在 庫 確 認 を 行 う こ と

用用紙の定期的実地棚卸もされて とした。 （税務課）

いなかった。専用用紙の管理記録
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とに気づかずそのまま抜き取りを

していた。

路上抜取調査の目的は、不正軽

油の販売業者や消費者等の発見や

摘発であり、ガソリン車は対象に

ならない。調査現場では、ドライ

バ ー へ の 調 査 趣 旨 を 充 分 に 説 明

し、必要であれば車検証を確認す

るなどして、路上抜取調査の対象

車輌であるかの確認を徹底すべき

である。

(3 ) 県 外 の 不 正 軽 油 路上抜取調査の結果、不正軽油 県 外 の 不 正 軽 油 事 業 者 に つ い て

販 売 業 者 へ の 対 応 の販売業者が県外事業者である可 は 、 会 議 等 を 通 じ て 各 都 道 府 県 と

について 能性が高い案件があった。この案 情報交換を行っている。

件は、販売業者の拠点がある他県 ま た 、 当 該 案 件 の よ う な 場 合 に

の担当課へ調査結果を電話連絡し は 、 電 話 連 絡 や 文 書 に よ る 都 道 府

継続調査としていた。 県 間 の 相 互 通 報 を 引 き 続 き 実 施 し

不正軽油に関する地方税法の規 ている。

定に基づく調査権限は、県内に拠 今 後 と も 、 他 県 と 連 携 し な が ら

点を置く事業者に限定される。販 適切に対応していく。 （税務課）

売業者が県外の場合、行政管轄権

からその後の対応は他の都道府県

に委ねられ、栃木県には賦課徴収

権がない。

県は、不正軽油撲滅連絡協議会

に参加し不正軽油防止の強化を図

っている。引き続き他県の担当課

と連絡を密にして課税強化をすべ

きである。

(4 ) 犯 則 嫌 疑 事 件 の 以前から定期的に指導を行って 脱 税 の 疑 義 が あ る 場 合 は 、 こ れ

早 期 犯 則 調 査 に つ きた事業者に対して、その指導か ま で も 、 可 能 な 限 り 犯 則 調 査 の 早

いて ら数年経過した後に犯則嫌疑事件 期 着 手 に 努 め て い る と こ ろ で あ

として強制調査を実施し、更正・ り、今後も適切に対応していく。

決 定 及 び 加 算 金 決 定 処 分 を 行 っ （税務課）

た。この事業者から、処分の取り

消しを求める訴えが裁判所に提起

されている。犯則調査着手の時期

等の具体的規定はないが、脱税の

疑義がある場合には、早期に犯則

調査に着手すべきである。

９ 軽 油 引 取 税 免 税

証関係

( 1 ) 軽 油 引 取 税 免 税 各県税事務所では、軽油引取税 平 成 28年 度 か ら 、 新 た に 軽 油 引

証 を 作 成 す る 専 用 免 税 証 （ 以 下 「 免 税 証 」 と い 取 免 税 証 管 理 簿 の 様 式 を 作 成 し 、

用 紙 の 管 理 に つ い う。）を作成する専用用紙の入出 受 払 の 都 度 、 入 出 庫 状 況 を 記 載

て 庫記録簿が作成されておらず、専 し 、 定 期 的 に 在 庫 確 認 を 行 う こ と

用用紙の定期的実地棚卸もされて とした。 （税務課）

いなかった。専用用紙の管理記録

簿を設けて入出庫記録を行い、定

期的実地棚卸を行うべきである。

(2 ) 免 税 軽 油 の 利 用 免税証の交付を受けた者は、免 免 税 証 の 使 用 実 績 に つ い て は 、

状 況 が 当 初 の 使 用 税証使用期限後一定期間以内に未 天 候 を は じ め 、 様 々 な 要 因 に よ り

計 画 と 著 し く 異 な 使用の免税証を添付して、免税軽 使 用 計 画 と 異 な る 事 態 と な る こ と

る 場 合 の 免 税 証 返 油の引取り等に係る報告書（以下 は 考 え ら れ る が 、 平 成 2 8 年 度 か

還請求について 「引取報告書」という。）を県税 ら 、 使 用 計 画 と 著 し く 異 な る 場 合

事務所に提出する義務がある。 に は 、 そ の 原 因 に つ い て 的 確 に 聴

引取報告書を閲覧したところ、 取 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 返 還 を 求

船舶使用で免税証交付を受けた者 めることとした。 （税務課）

のうち、まったく免税証を使用せ

ず、交付を受けた全ての免税証を

返還した者があった。県税事務所

では、農業利用以外の免税証交付

者へ、月に一度利用状況について

の報告を求めているが、当初の使

用計画と実績が著しく異なる場合

には、報告の都度、免税証の返還

を求めるべきである。

(3 ) 引 取 報 告 書 未 提 Ａ県税事務所管内では、引取報 引 取 報 告 書 の 提 出 に つ い て は 、

出 者 へ の 催 促 に つ 告書未提出件数が 110件あり、免 こ れ ま で も 免 税 証 交 付 時 に 注 意 書

いて 税証申請件数に対する未提出件数 き を 手 渡 し 、 必 要 な 周 知 を 行 う な

割合は、2.51％であった。 ど に 努 め て い る が 、 平 成 28年 度 か

県税事務所は、免税証を交付し ら 、 更 に 注 意 書 き を 強 調 す る と と

た際には、引取報告書の提出につ も に 報 告 書 の 収 受 に 努 め る こ と と

いて周知・指導を徹底し、免税証 した。 （税務課）

交付者全員からの報告書の収受に

努めるべきである。

10 狩猟税

( 1 ) 狩 猟 税 の 納 税 証 狩猟税の納税証紙を他の猟友会 平 成 27年 度 か ら 、 所 管 す る 猟 友

紙について に引き渡ししていた猟友会があっ 会 に 対 し て 、 納 税 証 紙 を 余 分 に 購

た。 入 し な い よ う 狩 猟 者 の 人 員 や 該 当

県においてその事実を把握した す る 税 率 を 十 分 確 認 す る よ う 取 扱

にもかかわらず、外部監査の段階 いの徹底を図った。 （税務課）

で は 、 口 頭 に よ る 指 導 に と ど ま

り、それ以上の措置は講じられて

いなかった。

納税証紙が余った場合には県へ

返還することが原則であり、変則

的な取り扱いは、県でのその後の

調査に混乱を招く恐れがある。

狩猟税の税収については問題な

い も の の 、 当 該 猟 友 会 に 対 し て

は、再発防止策を講じさせるべき

である。

11 滞納処分

( 1 ) 「 進 行 管 理 表 」 Ａ県税事務所の収税課では、自 平 成 28年 度 か ら 、 個 人 情 報 に 関
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簿を設けて入出庫記録を行い、定

期的実地棚卸を行うべきである。

(2 ) 免 税 軽 油 の 利 用 免税証の交付を受けた者は、免 免 税 証 の 使 用 実 績 に つ い て は 、

状 況 が 当 初 の 使 用 税証使用期限後一定期間以内に未 天 候 を は じ め 、 様 々 な 要 因 に よ り

計 画 と 著 し く 異 な 使用の免税証を添付して、免税軽 使 用 計 画 と 異 な る 事 態 と な る こ と

る 場 合 の 免 税 証 返 油の引取り等に係る報告書（以下 は 考 え ら れ る が 、 平 成 2 8 年 度 か

還請求について 「引取報告書」という。）を県税 ら 、 使 用 計 画 と 著 し く 異 な る 場 合

事務所に提出する義務がある。 に は 、 そ の 原 因 に つ い て 的 確 に 聴

引取報告書を閲覧したところ、 取 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 返 還 を 求

船舶使用で免税証交付を受けた者 めることとした。 （税務課）

のうち、まったく免税証を使用せ

ず、交付を受けた全ての免税証を

返還した者があった。県税事務所

では、農業利用以外の免税証交付

者へ、月に一度利用状況について

の報告を求めているが、当初の使

用計画と実績が著しく異なる場合

には、報告の都度、免税証の返還

を求めるべきである。

(3 ) 引 取 報 告 書 未 提 Ａ県税事務所管内では、引取報 引 取 報 告 書 の 提 出 に つ い て は 、

出 者 へ の 催 促 に つ 告書未提出件数が 110件あり、免 こ れ ま で も 免 税 証 交 付 時 に 注 意 書

いて 税証申請件数に対する未提出件数 き を 手 渡 し 、 必 要 な 周 知 を 行 う な

割合は、2.51％であった。 ど に 努 め て い る が 、 平 成 28年 度 か

県税事務所は、免税証を交付し ら 、 更 に 注 意 書 き を 強 調 す る と と

た際には、引取報告書の提出につ も に 報 告 書 の 収 受 に 努 め る こ と と

いて周知・指導を徹底し、免税証 した。 （税務課）

交付者全員からの報告書の収受に

努めるべきである。

10 狩猟税

( 1 ) 狩 猟 税 の 納 税 証 狩猟税の納税証紙を他の猟友会 平 成 27年 度 か ら 、 所 管 す る 猟 友

紙について に引き渡ししていた猟友会があっ 会 に 対 し て 、 納 税 証 紙 を 余 分 に 購

た。 入 し な い よ う 狩 猟 者 の 人 員 や 該 当

県においてその事実を把握した す る 税 率 を 十 分 確 認 す る よ う 取 扱

にもかかわらず、外部監査の段階 いの徹底を図った。 （税務課）

で は 、 口 頭 に よ る 指 導 に と ど ま

り、それ以上の措置は講じられて

いなかった。

納税証紙が余った場合には県へ

返還することが原則であり、変則

的な取り扱いは、県でのその後の

調査に混乱を招く恐れがある。

狩猟税の税収については問題な

い も の の 、 当 該 猟 友 会 に 対 し て

は、再発防止策を講じさせるべき

である。

11 滞納処分

( 1 ) 「 進 行 管 理 表 」 Ａ県税事務所の収税課では、自 平 成 28年 度 か ら 、 個 人 情 報 に 関

の ア ク セ ス 制 限 に 動車税以外の税目の滞納分につい す る フ ァ イ ル に つ い て は 、 パ ス ワ

ついて ては個人別の「進行管理表」に基 ー ド を 設 定 す る な ど 、 更 な る 情 報

づき徴収の管理を行っている。こ 管理の徹底を図った。（税務課）

の「進行管理表」は、表計算ソフ

トウェアを用いて作成されている

が、アクセス制限が行われていな

い。

当該管理表は、滞納の徴収管理

に関する重要な情報が記載されて

いることから、少なくとも表計算

ソフトのファイルにパスワードを

設定するなどにより、閲覧や変更

に関するアクセス制限を行うべき

である。

(2 ) 滞 納 金 整 理 票 の 滞納金整理票とは、滞納者との 滞 納 金 整 理 票 の 記 載 内 容 に つ い

作成について 交 渉 記 録 や 納 税 状 況 、 差 押 状 況 て は 、 平 成 28年 度 に 「 地 方 税 徴 収

等、滞納者の個別的な内容を記載 マ ニ ュ ア ル 」 の 例 を 参 考 に 記 載 す

した記録票である。県は、全ての ることで徹底を図った。

滞納者について滞納金整理票を作 （税務課）

成して個別に管理している。滞納

金整理票は、作成者（面接を行っ

た職員や電話連絡を行った職員）

によって書き方や内容がばらばら

である。また、一部の滞納金整理

票は、メモ書き程度で文字も読み

にくく、取扱者（作成者）の押印

が統一的にされていない。

多忙な業務の一環として滞納金

整理票を作成することが煩雑であ

ることは理解できるが、後日別の

職員が閲覧する場合でも、内容が

明 確 と な る よ う に ５ Ｗ １ Ｈ （ い

つ、どこで、だれが、なにを、な

ぜ、どのように）を定型化して記

録に残すべきである。

(3 ) 滞 納 金 整 理 票 と 不動産取得税の滞納案件に係る 滞 納 金 整 理 票 に 添 付 す る 財 産 調

と も に 保 存 す る 財 財産調査に関して、滞納者が保有 査 関 連 書 類 に つ い て は 、 個 々 の 案

産 調 査 関 連 書 類 に する不動産の登記事項証明書が滞 件 の 内 容 や 滞 納 整 理 の 進 捗 に 応 じ

ついて 納金整理票とともに保存されてい て 必 要 性 を 判 断 す る こ と と し て い

ない事例があった。 る が 、 資 料 の 取 得 ・ 廃 棄 の 経 過 を

滞納金整理票とともに保存する 明 確 に す る た め 、 財 産 調 査 に 関 す

財産調査関連書類に関しては、統 る デ ー タ カ ー ド の 様 式 化 を 行 う と

一的なルールがないことから、換 と も に 、 廃 棄 し た 場 合 に は そ の

価価値の有無、あるいは担当者や 旨 、 滞 納 金 整 理 票 に 必 要 に 応 じ て

県税事務所によって保存の状況が 記 録 す る よ う 平 成 28年 度 に 取 扱 い

まちまちである。財産調査関連書 の徹底を図った。 （税務課）

類の保管及び廃棄に関する統一的

なルールを作成し、そのルールに

則った保存を行うとともに、収集
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の ア ク セ ス 制 限 に 動車税以外の税目の滞納分につい す る フ ァ イ ル に つ い て は 、 パ ス ワ

ついて ては個人別の「進行管理表」に基 ー ド を 設 定 す る な ど 、 更 な る 情 報

づき徴収の管理を行っている。こ 管理の徹底を図った。（税務課）

の「進行管理表」は、表計算ソフ

トウェアを用いて作成されている

が、アクセス制限が行われていな

い。

当該管理表は、滞納の徴収管理

に関する重要な情報が記載されて

いることから、少なくとも表計算

ソフトのファイルにパスワードを

設定するなどにより、閲覧や変更

に関するアクセス制限を行うべき

である。

(2 ) 滞 納 金 整 理 票 の 滞納金整理票とは、滞納者との 滞 納 金 整 理 票 の 記 載 内 容 に つ い

作成について 交 渉 記 録 や 納 税 状 況 、 差 押 状 況 て は 、 平 成 28年 度 に 「 地 方 税 徴 収

等、滞納者の個別的な内容を記載 マ ニ ュ ア ル 」 の 例 を 参 考 に 記 載 す

した記録票である。県は、全ての ることで徹底を図った。

滞納者について滞納金整理票を作 （税務課）

成して個別に管理している。滞納

金整理票は、作成者（面接を行っ

た職員や電話連絡を行った職員）

によって書き方や内容がばらばら

である。また、一部の滞納金整理

票は、メモ書き程度で文字も読み

にくく、取扱者（作成者）の押印

が統一的にされていない。

多忙な業務の一環として滞納金

整理票を作成することが煩雑であ

ることは理解できるが、後日別の

職員が閲覧する場合でも、内容が

明 確 と な る よ う に ５ Ｗ １ Ｈ （ い

つ、どこで、だれが、なにを、な

ぜ、どのように）を定型化して記

録に残すべきである。

(3 ) 滞 納 金 整 理 票 と 不動産取得税の滞納案件に係る 滞 納 金 整 理 票 に 添 付 す る 財 産 調

と も に 保 存 す る 財 財産調査に関して、滞納者が保有 査 関 連 書 類 に つ い て は 、 個 々 の 案

産 調 査 関 連 書 類 に する不動産の登記事項証明書が滞 件 の 内 容 や 滞 納 整 理 の 進 捗 に 応 じ

ついて 納金整理票とともに保存されてい て 必 要 性 を 判 断 す る こ と と し て い

ない事例があった。 る が 、 資 料 の 取 得 ・ 廃 棄 の 経 過 を

滞納金整理票とともに保存する 明 確 に す る た め 、 財 産 調 査 に 関 す

財産調査関連書類に関しては、統 る デ ー タ カ ー ド の 様 式 化 を 行 う と

一的なルールがないことから、換 と も に 、 廃 棄 し た 場 合 に は そ の

価価値の有無、あるいは担当者や 旨 、 滞 納 金 整 理 票 に 必 要 に 応 じ て

県税事務所によって保存の状況が 記 録 す る よ う 平 成 28年 度 に 取 扱 い

まちまちである。財産調査関連書 の徹底を図った。 （税務課）

類の保管及び廃棄に関する統一的

なルールを作成し、そのルールに

則った保存を行うとともに、収集

した書類の廃棄に際しては、その

旨を滞納金整理票にきちんと記録

しておくべきである。

(4 ) 財 産 調 査 結 果 の Ｂ県税事務所は、金融機関から Ｂ 県 税 事 務 所 に 対 し て は 、 財 産

滞 納 金 整 理 票 へ の 入手した財産調査結果を約２か月 調 査 結 果 表 を 滞 納 金 整 理 票 に 添 付

記載について 間、個別の滞納金整理票への記載 す る な ど 、 効 率 的 か つ 円 滑 に 徴 収

をしていなかった。金融機関から 手 続 き を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 に

入手した財産調査結果を滞納金整 指導をした。 （税務課）

理票に早期に記載し、徴税手続を

円滑に行うべきである。

(5 ) 滞 納 処 分 の 停 止 地方税法第 15条の７第２項にお Ｃ 県 税 事 務 所 に 対 し て は 、 今 後

決 議 書 の 税 目 の 誤 いて、滞納処分の執行を停止した 同 様 の 誤 り が な い よ う 厳 重 に チ ェ

記載について ときは、その旨を滞納者に通知し ッ ク を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 に 指

なければならないことが規定され 導をした。

ている。 な お 、 当 該 決 議 書 の 誤 記 に つ い

Ｃ県税事務所において、税目と て は 、 税 目 以 外 の 記 載 内 容 か ら 不

して「不動産所得税」という現存 動 産 取 得 税 に 対 す る も の で あ る こ

しない税目名が記載された同決議 と が 明 ら か で あ り 、 当 該 決 議 書 及

書が検出された。不動産取得税の び 通 知 は 有 効 で あ る と 考 え る 。

誤記載と思われるが、県税事務所 （税務課）

保管の原紙上には、取扱者以降、

リーダー、収税課長、総括補佐、

所長の承認印が押印され、また発

送 者 印 も 押 印 さ れ て い る こ と か

ら、そのまま滞納者に送付された

可能性が高い。

今後はこのようなことのないよ

うに、厳重なチェックを行うとと

もに、当該決議書の法的な有効性

についても再度検討する必要があ

るものと思われる。

(6 ) 自 動 車 税 の 徴 収 自動車税の催告は、平成 25年度 自 動 車 税 の 徴 収 に つ い て は 今 後

率 向 上 の 取 り 組 み まで毎年９月に未納者へ催告書を と も 、 県 税 事 務 所 ご と で 新 た な ア

について 一斉に送付していた。 イ デ ア を 出 し 合 い 、 徴 収 率 向 上 に

平成 26年度から、催告書の案内 向けて取り組んでいく。

書面を県税事務所ごとにそれぞれ な お 、 平 成 27年 度 に お い て は 、

アイデアを出し合って作成し自動 こ の よ う な 取 組 が 奏 功 し 、 徴 収 率

車税の未納者に送付している。ま が全国２位となった。 （税務課）

た、催告書の送付も１か月前倒し

で行い８月中旬に送付している。

自動車税の徴収率についても、各

県税事務所コンテスト方式により

７県税事務所で競い合っている。

このような徴税努力もあり、自

動車税の徴収率は全国 47都道府県

中４位と上位を占めている。各県

税事務所の現場でそれぞれにアイ

デアを出し合い、実施することは
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した書類の廃棄に際しては、その

旨を滞納金整理票にきちんと記録

しておくべきである。

(4 ) 財 産 調 査 結 果 の Ｂ県税事務所は、金融機関から Ｂ 県 税 事 務 所 に 対 し て は 、 財 産

滞 納 金 整 理 票 へ の 入手した財産調査結果を約２か月 調 査 結 果 表 を 滞 納 金 整 理 票 に 添 付

記載について 間、個別の滞納金整理票への記載 す る な ど 、 効 率 的 か つ 円 滑 に 徴 収

をしていなかった。金融機関から 手 続 き を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 に

入手した財産調査結果を滞納金整 指導をした。 （税務課）

理票に早期に記載し、徴税手続を

円滑に行うべきである。

(5 ) 滞 納 処 分 の 停 止 地方税法第 15条の７第２項にお Ｃ 県 税 事 務 所 に 対 し て は 、 今 後

決 議 書 の 税 目 の 誤 いて、滞納処分の執行を停止した 同 様 の 誤 り が な い よ う 厳 重 に チ ェ

記載について ときは、その旨を滞納者に通知し ッ ク を 行 う よ う 、 平 成 28年 度 に 指

なければならないことが規定され 導をした。

ている。 な お 、 当 該 決 議 書 の 誤 記 に つ い

Ｃ県税事務所において、税目と て は 、 税 目 以 外 の 記 載 内 容 か ら 不

して「不動産所得税」という現存 動 産 取 得 税 に 対 す る も の で あ る こ

しない税目名が記載された同決議 と が 明 ら か で あ り 、 当 該 決 議 書 及

書が検出された。不動産取得税の び 通 知 は 有 効 で あ る と 考 え る 。

誤記載と思われるが、県税事務所 （税務課）

保管の原紙上には、取扱者以降、

リーダー、収税課長、総括補佐、

所長の承認印が押印され、また発

送 者 印 も 押 印 さ れ て い る こ と か

ら、そのまま滞納者に送付された

可能性が高い。

今後はこのようなことのないよ

うに、厳重なチェックを行うとと

もに、当該決議書の法的な有効性

についても再度検討する必要があ

るものと思われる。

(6 ) 自 動 車 税 の 徴 収 自動車税の催告は、平成 25年度 自 動 車 税 の 徴 収 に つ い て は 今 後

率 向 上 の 取 り 組 み まで毎年９月に未納者へ催告書を と も 、 県 税 事 務 所 ご と で 新 た な ア

について 一斉に送付していた。 イ デ ア を 出 し 合 い 、 徴 収 率 向 上 に

平成 26年度から、催告書の案内 向けて取り組んでいく。

書面を県税事務所ごとにそれぞれ な お 、 平 成 27年 度 に お い て は 、

アイデアを出し合って作成し自動 こ の よ う な 取 組 が 奏 功 し 、 徴 収 率

車税の未納者に送付している。ま が全国２位となった。 （税務課）

た、催告書の送付も１か月前倒し

で行い８月中旬に送付している。

自動車税の徴収率についても、各

県税事務所コンテスト方式により

７県税事務所で競い合っている。

このような徴税努力もあり、自

動車税の徴収率は全国 47都道府県

中４位と上位を占めている。各県

税事務所の現場でそれぞれにアイ

デアを出し合い、実施することは

良い取り組みだと思う。今後もさ

らなる努力を期待する。

(7 ) 延 滞 金 及 び 加 算 Ｄ県税事務所の収税課では、自 延 滞 金 の み の 未 納 に 対 し て は 、

金 の 徴 収 管 理 に つ 動車税の滞納分については税務オ 「 滞 納 者 別 税 目 別 集 計 表 」 に よ る

いて ンラインシステムのバックアップ 管 理 は 行 っ て い な い も の の 、 本 税

である「未納フロッピー」から出 同 様 、 収 税 課 内 で 滞 納 金 整 理 票

力 さ れ る 「 滞 納 者 別 税 目 別 集 計 （ 個 票 ） を 基 に 、 進 行 管 理 を 徹 底

表」に基づき、また自動車税以外 している。 （税務課）

の税目の滞納分については表計算

ソフトウェアを用いて作成された

「進行管理表」に基づき徴収の一

元的な管理を行っている。

これらの帳票に記載されている

滞納金額はいずれも本税のみであ

り、本税に係る延滞金及び加算金

（以下、「延滞金等」とする。）

の金額は記載されていない。この

ため本税が全て回収されてしまう

と、たとえ延滞金等がどれだけ残

っていても、これらの帳票にはリ

ス ト ア ッ プ さ れ な く な っ て し ま

う。

高額の本税が滞納となり、それ

が長期にわたり少額で分納された

場合には、延滞金等も相当の高額

となったり、中には完納された本

税の額を上回るケースもあること

から、往々にして延滞金等も滞納

となりがちである。

延滞金等には延滞金がかかるこ

とはないため、本税の回収を優先

すべきことは当然ではあるが、滞

納の管理・徴収は、本税のみなら

ず延滞金等も含めて行う必要があ

る 。 「 滞 納 者 別 税 目 集 計 表 （ 内

訳）」も活用し、延滞金等につい

ても本税と同レベルの徴収管理を

行うべきである。

(8 ) 複 数 の 県 税 事 務 複数の県税事務所が徴収権を有 同 一 者 に 対 し て 複 数 の 県 税 事 務

所 が 徴 収 権 を 有 す する滞納税額について、各県税事 所 が 徴 収 権 を 有 す る 滞 納 案 件 に つ

る 滞 納 税 額 の 一 元 務所の徴収履歴を比較したところ い て は 、 基 本 的 に 課 税 権 の あ る 県

化について 以下のとおりであった。 税 事 務 所 に お い て 徴 収 に あ た っ て

・同一時期の財産調査の実施 い る が 、 集 約 す る こ と に よ り 事 務

・同一時期の催告書や財産差押 の 効 率 化 が 図 れ る 場 合 に は 、 協 働

予告書の送付 徴 収 担 当 （ 宇 都 宮 ・ 栃 木 ・ 矢 板 ）

・県税事務所間で連絡を取り合 に集約し徴収にあたっている。

う よ う に し て い る と の こ と で 今 後 と も 、 早 期 完 納 に 向 け 事 務

あ る が 、 連 絡 は ま れ に 行 わ れ の 効 率 化 を 図 り な が ら 積 極 的 に 集

て い る の み で 頻 繁 な 情 報 交 換 約していく。 （税務課）
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良い取り組みだと思う。今後もさ

らなる努力を期待する。

(7 ) 延 滞 金 及 び 加 算 Ｄ県税事務所の収税課では、自 延 滞 金 の み の 未 納 に 対 し て は 、

金 の 徴 収 管 理 に つ 動車税の滞納分については税務オ 「 滞 納 者 別 税 目 別 集 計 表 」 に よ る

いて ンラインシステムのバックアップ 管 理 は 行 っ て い な い も の の 、 本 税

である「未納フロッピー」から出 同 様 、 収 税 課 内 で 滞 納 金 整 理 票

力 さ れ る 「 滞 納 者 別 税 目 別 集 計 （ 個 票 ） を 基 に 、 進 行 管 理 を 徹 底

表」に基づき、また自動車税以外 している。 （税務課）

の税目の滞納分については表計算

ソフトウェアを用いて作成された

「進行管理表」に基づき徴収の一

元的な管理を行っている。

これらの帳票に記載されている

滞納金額はいずれも本税のみであ

り、本税に係る延滞金及び加算金

（以下、「延滞金等」とする。）

の金額は記載されていない。この

ため本税が全て回収されてしまう

と、たとえ延滞金等がどれだけ残

っていても、これらの帳票にはリ

ス ト ア ッ プ さ れ な く な っ て し ま

う。

高額の本税が滞納となり、それ

が長期にわたり少額で分納された

場合には、延滞金等も相当の高額

となったり、中には完納された本

税の額を上回るケースもあること

から、往々にして延滞金等も滞納

となりがちである。

延滞金等には延滞金がかかるこ

とはないため、本税の回収を優先

すべきことは当然ではあるが、滞

納の管理・徴収は、本税のみなら

ず延滞金等も含めて行う必要があ

る 。 「 滞 納 者 別 税 目 集 計 表 （ 内

訳）」も活用し、延滞金等につい

ても本税と同レベルの徴収管理を

行うべきである。

(8 ) 複 数 の 県 税 事 務 複数の県税事務所が徴収権を有 同 一 者 に 対 し て 複 数 の 県 税 事 務

所 が 徴 収 権 を 有 す する滞納税額について、各県税事 所 が 徴 収 権 を 有 す る 滞 納 案 件 に つ

る 滞 納 税 額 の 一 元 務所の徴収履歴を比較したところ い て は 、 基 本 的 に 課 税 権 の あ る 県

化について 以下のとおりであった。 税 事 務 所 に お い て 徴 収 に あ た っ て

・同一時期の財産調査の実施 い る が 、 集 約 す る こ と に よ り 事 務

・同一時期の催告書や財産差押 の 効 率 化 が 図 れ る 場 合 に は 、 協 働

予告書の送付 徴 収 担 当 （ 宇 都 宮 ・ 栃 木 ・ 矢 板 ）

・県税事務所間で連絡を取り合 に集約し徴収にあたっている。

う よ う に し て い る と の こ と で 今 後 と も 、 早 期 完 納 に 向 け 事 務

あ る が 、 連 絡 は ま れ に 行 わ れ の 効 率 化 を 図 り な が ら 積 極 的 に 集

て い る の み で 頻 繁 な 情 報 交 換 約していく。 （税務課）

は実施されていない。

・県税事務所で給与差押として

対 象 企 業 と の 交 渉 を 実 施 し た

後、別の県税事務所が当該企業

に 対 し て 給 与 照 会 を 行 っ て い

る。

・県税事務所で財産差押を実施

し、納税者との納税交渉を実施

した後に別の県税事務所が財産

差押予告通知を発送している。

・県税事務所で分納納付の話を

進めている中、別の県税事務所

では催告書の発送にとどまって

いる。

納税者や給与差押となる対象事

業 者 等 か ら す る と 、 同 じ 県 税 で

あ る に も か か わ ら ず 複 数 の 県 税

事 務 所 と の 対 応 と な り 混 乱 が 生

じ て し ま う 。 ま た 、 納 税 者 の 資

力 が 乏 し い 場 合 に は 分 納 に よ る

納 税 指 導 を 行 な っ て い る が 、 交

渉 し て い る 県 税 事 務 所 が 徴 収 権

を 有 す る 納 税 額 の み の 指 導 に と

ど ま っ て お り 、 納 税 者 か ら す れ

ば 県 税 事 務 所 と の 交 渉 は 済 ん で

い る と 勘 違 い し て し ま う 可 能 性

もある。

それゆえ、県税事務所間で重複

する滞納税額については１つの県

税事務所に集約して徴収業務を実

施すべきである。特に滞納が長期

化しているものについては、積極

的に徴収業務を集約していくべき

である。

(9 ) 名 寄 せ 統 合 の 強 現 状 は 、 名 寄 せ 統 合 の 一 致 の完 こ れ ま で も 名 寄 せ 統 合 は 進 め て

化について 全性を重視して名寄せ統合があま き た が 、 今 後 も デ ー タ の 完 全 一 致

り行われていない。そのため、端 を 前 提 と し 、 慎 重 な 取 扱 い の も

末のデータは実際の納税者よりも と、引き続き統合を進めていく。

かなり多く登録がなされておりデ （税務課）

ータベースとして不完全な状態に

ある。マイナンバー制度の有効活

用により名寄せ統合の強化を図る

べきである。

(10) 収税業務での名 名寄せの統合が行われずかつ税 名 寄 せ の 統 合 に つ い て は 、 同 姓

寄 せ 統 合 の 強 化 に 務オンラインシステムで紐付がで 同 名 の 別 人 を 誤 っ て 統 合 し て し ま

ついて きていない場合、別々の納税者と う こ と に よ る 情 報 漏 洩 の 危 険 性 も

して登録が行われる。滞納者が住 あ る た め 、 そ の 取 扱 い は 慎 重 に し

所変更し県税事務所の管轄が変更 な け れ ば な ら な い が 、 調 査 に よ っ

された場合、複数の県税事務所で て 統 合 す べ き で あ る と 判 明 し た も
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は実施されていない。

・県税事務所で給与差押として

対 象 企 業 と の 交 渉 を 実 施 し た

後、別の県税事務所が当該企業

に 対 し て 給 与 照 会 を 行 っ て い

る。

・県税事務所で財産差押を実施

し、納税者との納税交渉を実施

した後に別の県税事務所が財産

差押予告通知を発送している。

・県税事務所で分納納付の話を

進めている中、別の県税事務所

では催告書の発送にとどまって

いる。

納税者や給与差押となる対象事

業 者 等 か ら す る と 、 同 じ 県 税 で

あ る に も か か わ ら ず 複 数 の 県 税

事 務 所 と の 対 応 と な り 混 乱 が 生

じ て し ま う 。 ま た 、 納 税 者 の 資

力 が 乏 し い 場 合 に は 分 納 に よ る

納 税 指 導 を 行 な っ て い る が 、 交

渉 し て い る 県 税 事 務 所 が 徴 収 権

を 有 す る 納 税 額 の み の 指 導 に と

ど ま っ て お り 、 納 税 者 か ら す れ

ば 県 税 事 務 所 と の 交 渉 は 済 ん で

い る と 勘 違 い し て し ま う 可 能 性

もある。

それゆえ、県税事務所間で重複

する滞納税額については１つの県

税事務所に集約して徴収業務を実

施すべきである。特に滞納が長期

化しているものについては、積極

的に徴収業務を集約していくべき

である。

(9 ) 名 寄 せ 統 合 の 強 現 状 は 、 名 寄 せ 統 合 の 一 致 の完 こ れ ま で も 名 寄 せ 統 合 は 進 め て

化について 全性を重視して名寄せ統合があま き た が 、 今 後 も デ ー タ の 完 全 一 致

り行われていない。そのため、端 を 前 提 と し 、 慎 重 な 取 扱 い の も

末のデータは実際の納税者よりも と、引き続き統合を進めていく。

かなり多く登録がなされておりデ （税務課）

ータベースとして不完全な状態に

ある。マイナンバー制度の有効活

用により名寄せ統合の強化を図る

べきである。

(10) 収税業務での名 名寄せの統合が行われずかつ税 名 寄 せ の 統 合 に つ い て は 、 同 姓

寄 せ 統 合 の 強 化 に 務オンラインシステムで紐付がで 同 名 の 別 人 を 誤 っ て 統 合 し て し ま

ついて きていない場合、別々の納税者と う こ と に よ る 情 報 漏 洩 の 危 険 性 も

して登録が行われる。滞納者が住 あ る た め 、 そ の 取 扱 い は 慎 重 に し

所変更し県税事務所の管轄が変更 な け れ ば な ら な い が 、 調 査 に よ っ

された場合、複数の県税事務所で て 統 合 す べ き で あ る と 判 明 し た も

同一の滞納者に対して徴収権を有 の に つ い て は 、 こ れ ま で も 統 合 を

することになる。名寄せの統合が 行 っ て お り 、 今 後 も 同 様 に 取 り 扱

行われていないと複数の県税事務 っていく。 （税務課）

所の滞納税額がある場合、同一の

滞納者として把握することができ

なくなってしまう。

収税業務において、気づいた都

度名寄せを実施しているとのこと

であるが、同一の県税事務所であ

れば情報も密となることから名寄

せ統合はされやすい。しかし、県

税事務所間で重複するものは、情

報交換が密接にされなければ名寄

せ統合は困難である。名寄せ統合

があまり積極的に行われていない

のであればなおさらである。

複数の県税事務所の滞納税額と

して把握できていなければ、県税

事務所間での情報共有はまったく

行われなくなる。また、本来共同

で滞納整理ができていたものが、

単独の差押に終わってしまうこと

もある。それゆえ、収税業務の段

階に入ったのならば、名寄せ統合

の強化を図っていくべきである。

1 2 税 務 オ ン ラ イ ン

システム

( 1 ) ア ク セ ス デ ー タ 税務オンラインシステムの運用 平 成 27年 11月 以 降 、 税 務 オ ン ラ

の モ ニ タ リ ン グ に 上、システムへのアクセスデータ イ ン シ ス テ ム へ の ア ク セ ス デ ー タ

ついて を７年間分保管している。税務課 に 基 づ き 、 利 用 者 毎 の 使 用 状 況 が

では、このデータを統計処理した 確 認 で き る 統 計 資 料 を 月 ご と に 作

資料を月に１回プリントアウトし 成することとした。

て、各県税事務所毎のシステムへ さ ら に 、 作 成 し た 統 計 資 料 に 基

のアクセスや業務毎の利用時間等 づ き 利 用 者 毎 の 使 用 状 況 を 毎 月 確

をモニタリングしている。 認している。 （税務課）

し か し な が ら 上 述 の 統 計 処 理

は、システムの利用者毎には行わ

れておらず、特定の個人による不

正アクセスの試み等を発見するこ

とは困難である。システムへのア

クセスデータを有効に活用して、

利用者毎の利用状況のモニタリン

グを定期的に行うべきである。

(2 ) オ フ ラ イ ン 業 務 税務オンラインシステム以外の 平 成 28年 ９ 月 か ら 、 全 て の オ フ

に 係 る 利 用 者 の 制 下記の４つのオフライン業務につ ラ イ ン 業 務 に つ い て 利 用 者 ご と の

限 及 び 利 用 者 の 記 いては、オペレーティングソフト Ｉ Ｄ と パ ス ワ ー ド に よ る 利 用 制 限

録について ウェアのＩＤ及びパスワードを設 を 行 う こ と と し 、 利 用 者 毎 の ア ク

定し、利用できる端末を制限して セス記録も残すよう改修した。

い る 。 更 に 「 免 税 証 交 付 シ ス テ 今 後 は 、 定 期 的 な パ ス ワ ー ド の
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同一の滞納者に対して徴収権を有 の に つ い て は 、 こ れ ま で も 統 合 を

することになる。名寄せの統合が 行 っ て お り 、 今 後 も 同 様 に 取 り 扱

行われていないと複数の県税事務 っていく。 （税務課）

所の滞納税額がある場合、同一の

滞納者として把握することができ

なくなってしまう。

収税業務において、気づいた都

度名寄せを実施しているとのこと

であるが、同一の県税事務所であ

れば情報も密となることから名寄

せ統合はされやすい。しかし、県

税事務所間で重複するものは、情

報交換が密接にされなければ名寄

せ統合は困難である。名寄せ統合

があまり積極的に行われていない

のであればなおさらである。

複数の県税事務所の滞納税額と

して把握できていなければ、県税

事務所間での情報共有はまったく

行われなくなる。また、本来共同

で滞納整理ができていたものが、

単独の差押に終わってしまうこと

もある。それゆえ、収税業務の段

階に入ったのならば、名寄せ統合

の強化を図っていくべきである。

1 2 税 務 オ ン ラ イ ン

システム

( 1 ) ア ク セ ス デ ー タ 税務オンラインシステムの運用 平 成 27年 11月 以 降 、 税 務 オ ン ラ

の モ ニ タ リ ン グ に 上、システムへのアクセスデータ イ ン シ ス テ ム へ の ア ク セ ス デ ー タ

ついて を７年間分保管している。税務課 に 基 づ き 、 利 用 者 毎 の 使 用 状 況 が

では、このデータを統計処理した 確 認 で き る 統 計 資 料 を 月 ご と に 作

資料を月に１回プリントアウトし 成することとした。

て、各県税事務所毎のシステムへ さ ら に 、 作 成 し た 統 計 資 料 に 基

のアクセスや業務毎の利用時間等 づ き 利 用 者 毎 の 使 用 状 況 を 毎 月 確

をモニタリングしている。 認している。 （税務課）

し か し な が ら 上 述 の 統 計 処 理

は、システムの利用者毎には行わ

れておらず、特定の個人による不

正アクセスの試み等を発見するこ

とは困難である。システムへのア

クセスデータを有効に活用して、

利用者毎の利用状況のモニタリン

グを定期的に行うべきである。

(2 ) オ フ ラ イ ン 業 務 税務オンラインシステム以外の 平 成 28年 ９ 月 か ら 、 全 て の オ フ

に 係 る 利 用 者 の 制 下記の４つのオフライン業務につ ラ イ ン 業 務 に つ い て 利 用 者 ご と の

限 及 び 利 用 者 の 記 いては、オペレーティングソフト Ｉ Ｄ と パ ス ワ ー ド に よ る 利 用 制 限

録について ウェアのＩＤ及びパスワードを設 を 行 う こ と と し 、 利 用 者 毎 の ア ク

定し、利用できる端末を制限して セス記録も残すよう改修した。

い る 。 更 に 「 免 税 証 交 付 シ ス テ 今 後 は 、 定 期 的 な パ ス ワ ー ド の

ム」には、業務ソフトウェアＩＤ 変 更 や ア ク セ ス 記 録 の 確 認 を 行 っ

及びパスワードも設定し、利用者 ていく。 （税務課）

の制限を行っている。しかしなが

ら、「免税証交付システム」以外

の業務では、利用者の制限は行っ

ておらず、また、「免税証交付シ

ステム」業務を含む下記の全ての

業務について、利用者の記録が残

っていない。

上記はいずれも極めて重要な情

報 を 取 り 扱 う 業 務 で あ る こ と か

ら、税務オンラインシステムでの

業務と同様、「免税証交付システ

ム」以外の業務では、利用者の制

限を行うとともに、「免税証交付

システム」業務を含む上記の全て

の業務についてアクセス記録を残

すべきである。

(3 ) 税 務 オ ン ラ イ ン 税務オンライシステムへログイ 税 務 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム の セ キ

シ ス テ ム の 暗 証 番 ンするには、職員ＩＤの入力は必 ュ リ テ ィ 対 策 に つ い て は 、 平 成 27

号 保 護 の 脆 弱 性 に 要なく、県税コードと数字の暗証 年 度 か ら 暗 証 番 号 単 位 の 使 用 状 況

ついて 番号の入力のみ必要である。数字 の 確 認 を 行 う こ と と し た と こ ろ で

の暗証番号は約 300名の職員に対 あ る が 、 さ ら な る 強 化 の た め 、 暗

して採番されており、使用できる 証 番 号 の 桁 数 増 や 生 体 認 証 な ど 実

数列に限りがあるうえに、連続し 効 性 の あ る 対 策 を 平 成 28年 度 か ら

て暗証番号を誤った場合のロック 準 備 を 進 め 、 平 成 30年 を 目 途 に 導

機能なども付いていないため、暗 入する。 （税務課）

証 番 号 の 解 読 が 極 め て 容 易 で あ

る。

また、暗証番号保護が脆弱なた

め、税務オンラインシステムで採

用しているアクセス・コントロー

ルの実効性も損なわれている。

よって、暗証番号の桁数を増や

すことや職員ＩＤとの組み合わせ

にするなどの対策を講じるべきで

ある。

(4 ) セ キ ュ リ テ ィ ケ 「栃木県情報セキュリティ対策 平 成 28年 ９ 月 に 全 て の 事 務 所 に

ー ブ ル の 使 用 に つ 基準」では、ノートパソコンなど お い て 、 ノ ー ト パ ソ コ ン の 机 上 へ

いて を机上へ固定できることと規定し の 固 定 状 況 に つ い て 自 己 点 検 を 実

ているが、ノートパソコンを机上 施 し た と こ ろ で あ る 。 今 後 机 上 に

へ 固 定 し て い な い 事 務 所 が あ っ 固 定 さ れ て い な い パ ソ コ ン に つ い

た。特に個人情報を多く扱う県税 て は 、 セ キ ュ リ テ ィ ケ ー ブ ル に よ

事務所等においては、ノートパソ り 固 定 な ど 物 理 的 な セ キ ュ リ テ ィ

コンの盗難などのリスクを避ける 対策を実施することとした。

ため、セキュリティケーブルなど （税務課）

を使用し、物理的なセキュリティ

を強化すべきである。



（26） 栃 木 県 公 報 号外第18号平成29年３月31日　金曜日

ム」には、業務ソフトウェアＩＤ 変 更 や ア ク セ ス 記 録 の 確 認 を 行 っ

及びパスワードも設定し、利用者 ていく。 （税務課）

の制限を行っている。しかしなが

ら、「免税証交付システム」以外

の業務では、利用者の制限は行っ

ておらず、また、「免税証交付シ

ステム」業務を含む下記の全ての

業務について、利用者の記録が残

っていない。

上記はいずれも極めて重要な情

報 を 取 り 扱 う 業 務 で あ る こ と か

ら、税務オンラインシステムでの

業務と同様、「免税証交付システ

ム」以外の業務では、利用者の制

限を行うとともに、「免税証交付

システム」業務を含む上記の全て

の業務についてアクセス記録を残

すべきである。

(3 ) 税 務 オ ン ラ イ ン 税務オンライシステムへログイ 税 務 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム の セ キ

シ ス テ ム の 暗 証 番 ンするには、職員ＩＤの入力は必 ュ リ テ ィ 対 策 に つ い て は 、 平 成 27

号 保 護 の 脆 弱 性 に 要なく、県税コードと数字の暗証 年 度 か ら 暗 証 番 号 単 位 の 使 用 状 況

ついて 番号の入力のみ必要である。数字 の 確 認 を 行 う こ と と し た と こ ろ で

の暗証番号は約 300名の職員に対 あ る が 、 さ ら な る 強 化 の た め 、 暗

して採番されており、使用できる 証 番 号 の 桁 数 増 や 生 体 認 証 な ど 実

数列に限りがあるうえに、連続し 効 性 の あ る 対 策 を 平 成 28年 度 か ら

て暗証番号を誤った場合のロック 準 備 を 進 め 、 平 成 30年 を 目 途 に 導

機能なども付いていないため、暗 入する。 （税務課）

証 番 号 の 解 読 が 極 め て 容 易 で あ

る。

また、暗証番号保護が脆弱なた

め、税務オンラインシステムで採

用しているアクセス・コントロー

ルの実効性も損なわれている。

よって、暗証番号の桁数を増や

すことや職員ＩＤとの組み合わせ

にするなどの対策を講じるべきで

ある。

(4 ) セ キ ュ リ テ ィ ケ 「栃木県情報セキュリティ対策 平 成 28年 ９ 月 に 全 て の 事 務 所 に

ー ブ ル の 使 用 に つ 基準」では、ノートパソコンなど お い て 、 ノ ー ト パ ソ コ ン の 机 上 へ

いて を机上へ固定できることと規定し の 固 定 状 況 に つ い て 自 己 点 検 を 実

ているが、ノートパソコンを机上 施 し た と こ ろ で あ る 。 今 後 机 上 に

へ 固 定 し て い な い 事 務 所 が あ っ 固 定 さ れ て い な い パ ソ コ ン に つ い

た。特に個人情報を多く扱う県税 て は 、 セ キ ュ リ テ ィ ケ ー ブ ル に よ

事務所等においては、ノートパソ り 固 定 な ど 物 理 的 な セ キ ュ リ テ ィ

コンの盗難などのリスクを避ける 対策を実施することとした。

ため、セキュリティケーブルなど （税務課）

を使用し、物理的なセキュリティ

を強化すべきである。

( 5 ) 承 認 の 無 効 化 に 例えば、税務オンラインシステ 平 成 27年 11月 か ら 税 務 オ ン ラ イ

ついて ムから出力される個人事業税の計 ン シ ス テ ム へ の ア ク セ ス デ ー タ を

算書には上席者が承認印を押印し 活 用 し て 、 利 用 者 毎 の 統 計 情 報 の

ているが、税務オンラインシステ 作 成 と 利 用 状 況 の 確 認 を 毎 月 実 施

ムには電子承認などの機能が付さ し、事後的な牽制を行っている。

れていないため、書面での承認後 （税務課）

もシステム数値の変更が可能であ

る。さらに、変更履歴も残らない

ため、事後的な牽制機能もない。

現状では承認による内部統制を

無効化する余地があるため、今後

は、変更履歴の確認による事後的

な牽制機能の構築や電子承認を採

用することなども検討すべきであ

る。

13 県税の納付方法

( 1 ) 県 税 の 納 付 方 法 県においては、現在クレジット 平 成 28年 ４ 月 か ら 、 県 税 を 含 め

の多様化について カードによる県税の納付は導入さ た 県 公 金 の ペ イ ジ ー 収 納 サ ー ビ ス

れていない。 等 の 電 子 収 納 を 導 入 し た 。 こ れ に

他の地方公共団体においては、 合 わ せ て 、 自 動 車 税 の ク レ ジ ッ ト

一部の税目についてではあるが、 収 納 の 導 入 及 び コ ン ビ ニ 収 納 の 全

既 に 導 入 さ れ て い る と こ ろ も あ 税 目 へ の 拡 大 を 行 っ た と こ ろ で あ

り、また、国税についても導入が る。

検討されている。 今 後 は 、 こ れ ら の 電 子 収 納 に つ

県においては、自動車税につい い て 適 切 な 運 用 に 努 め て い く 。

てコンビニでの納付が導入されて （税務課）

いるのみである。

徴収率アップのためには、納付

方法の多様化を図ることは重要で

ある。

クレジットカードによる納付の

導入や、コンビニでの納付税目の

拡大については、ぜひとも検討す

べき課題である。

14 文書管理

( 1 ) 保 管 庫 及 び 倉 庫 保管されている税務関係書類の 税 務 関 係 の 文 書 の 保 管 に 関 し て

で 保 管 さ れ る 文 書 リストが作成されていない。 は 、 他 の 行 政 文 書 と 同 様 、 栃 木 県

のリストについて 税務関係書類は、機密保持の重 文 書 等 管 理 規 則 及 び 関 係 要 領 等 に

要度は極めて高い書類であるが、 基 づ き 管 理 し て お り 、 保 管 文 書 の

現状では、どのような書類が何冊 リ ス ト の 具 体 的 な 取 扱 い に 関 し て

あ る の か 明 確 に 把 握 さ れ て お ら は 、 文 書 学 事 課 が 示 し て い る 「 フ

ず、紛失等があった場合には、そ ァ イ リ ン グ ・ シ ス テ ム の 手 引 き 」

の把握は困難である。 に 基 づ き 、 文 書 管 理 シ ス テ ム に 登

また、保管年限を過ぎた書類は 録 さ れ て い る 簿 冊 情 報 と し て 管 理

年に一度溶解又は裁断処理されて することになっている。

いるが、保管書類のリストが作成 よ っ て 、 こ の 手 引 き に 基 づ く 、

されていない状況では、溶解又は 簿 冊 情 報 の 整 備 と 現 物 と の 確 認

裁断処理すべき書類が、すべて溶 や 、 文 書 管 理 シ ス テ ム へ の 入 力 を

解又は裁断処理されたかを把握で 徹底することとした。 （税務課）
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( 5 ) 承 認 の 無 効 化 に 例えば、税務オンラインシステ 平 成 27年 11月 か ら 税 務 オ ン ラ イ

ついて ムから出力される個人事業税の計 ン シ ス テ ム へ の ア ク セ ス デ ー タ を

算書には上席者が承認印を押印し 活 用 し て 、 利 用 者 毎 の 統 計 情 報 の

ているが、税務オンラインシステ 作 成 と 利 用 状 況 の 確 認 を 毎 月 実 施

ムには電子承認などの機能が付さ し、事後的な牽制を行っている。

れていないため、書面での承認後 （税務課）

もシステム数値の変更が可能であ

る。さらに、変更履歴も残らない

ため、事後的な牽制機能もない。

現状では承認による内部統制を

無効化する余地があるため、今後

は、変更履歴の確認による事後的

な牽制機能の構築や電子承認を採

用することなども検討すべきであ

る。

13 県税の納付方法

( 1 ) 県 税 の 納 付 方 法 県においては、現在クレジット 平 成 28年 ４ 月 か ら 、 県 税 を 含 め

の多様化について カードによる県税の納付は導入さ た 県 公 金 の ペ イ ジ ー 収 納 サ ー ビ ス

れていない。 等 の 電 子 収 納 を 導 入 し た 。 こ れ に

他の地方公共団体においては、 合 わ せ て 、 自 動 車 税 の ク レ ジ ッ ト

一部の税目についてではあるが、 収 納 の 導 入 及 び コ ン ビ ニ 収 納 の 全

既 に 導 入 さ れ て い る と こ ろ も あ 税 目 へ の 拡 大 を 行 っ た と こ ろ で あ

り、また、国税についても導入が る。

検討されている。 今 後 は 、 こ れ ら の 電 子 収 納 に つ

県においては、自動車税につい い て 適 切 な 運 用 に 努 め て い く 。

てコンビニでの納付が導入されて （税務課）

いるのみである。

徴収率アップのためには、納付

方法の多様化を図ることは重要で

ある。

クレジットカードによる納付の

導入や、コンビニでの納付税目の

拡大については、ぜひとも検討す

べき課題である。

14 文書管理

( 1 ) 保 管 庫 及 び 倉 庫 保管されている税務関係書類の 税 務 関 係 の 文 書 の 保 管 に 関 し て

で 保 管 さ れ る 文 書 リストが作成されていない。 は 、 他 の 行 政 文 書 と 同 様 、 栃 木 県

のリストについて 税務関係書類は、機密保持の重 文 書 等 管 理 規 則 及 び 関 係 要 領 等 に

要度は極めて高い書類であるが、 基 づ き 管 理 し て お り 、 保 管 文 書 の

現状では、どのような書類が何冊 リ ス ト の 具 体 的 な 取 扱 い に 関 し て

あ る の か 明 確 に 把 握 さ れ て お ら は 、 文 書 学 事 課 が 示 し て い る 「 フ

ず、紛失等があった場合には、そ ァ イ リ ン グ ・ シ ス テ ム の 手 引 き 」

の把握は困難である。 に 基 づ き 、 文 書 管 理 シ ス テ ム に 登

また、保管年限を過ぎた書類は 録 さ れ て い る 簿 冊 情 報 と し て 管 理

年に一度溶解又は裁断処理されて することになっている。

いるが、保管書類のリストが作成 よ っ て 、 こ の 手 引 き に 基 づ く 、

されていない状況では、溶解又は 簿 冊 情 報 の 整 備 と 現 物 と の 確 認

裁断処理すべき書類が、すべて溶 や 、 文 書 管 理 シ ス テ ム へ の 入 力 を

解又は裁断処理されたかを把握で 徹底することとした。 （税務課）

きない。

保管書類のリストを作成し、定

期的に書類の現物確認をすべきで

ある。

(2 ) 県 税 事 務 所 内 の 県税事務所内の保管庫（鍵の保 接 客 ス ペ ー ス と 書 類 保 管 庫 は 構

保管庫について 管庫も含む）で、鍵がかけられな 造 上 離 れ て い る の で 、 就 業 時 間 中

い よ う に な っ て い る 事 務 所 も あ に 外 部 か ら 侵 入 を 受 け る と い う 危

り、個人情報を含む書類の保管に 険 性 は 低 い と 考 え る 。 た だ し 、 就

つ い て 、 十 分 注 意 す る 必 要 が あ 業 時 間 外 に つ い て は 、 事 務 所 全 体

る。 へ の 施 錠 と 警 備 は 実 施 さ れ て い る

事務所全体について警備の外部 が 、 保 管 庫 の 施 錠 が さ れ て い な い

委託を行ってはいるが、最低限、 場 合 が あ っ た の で 、 よ り 安 全 性 を

就業時間外は鍵をかけておくべき 向 上 さ せ る た め 、 平 成 2 8 年 度 か

である。 ら 、 保 管 庫 の 施 錠 を 徹 底 し た 。

（税務課）

(3 ) 保 管 倉 庫 の 鍵 の 保管倉庫の鍵は、金庫内に保管 保 管 庫 の 施 錠 の 徹 底 を 実 施 す る

管理簿について されているが、鍵の管理簿が作成 上 で 、 鍵 の 管 理 厳 格 化 も 必 要 と な

されていない。 る こ と か ら 、 平 成 28年 度 か ら 、 鍵

税務関係書類の機密性を考慮す の 管 理 責 任 者 を 任 命 し て 、 鍵 の 持

るならば、倉庫の鍵をいつ誰が持 ち 出 し か ら 返 却 ま で 管 理 を 徹 底 し

ち出し、返却したかの管理簿を作 た。 （税務課）

成する必要がある。

(4 ) 倉 庫 の 予 備 の 鍵 倉庫の予備の鍵が、通常の鍵と 平 成 28年 度 か ら 、 予 備 の 鍵 に つ

の保管について 同じ金庫に保管されている事務所 い て 、 通 常 使 用 す る 鍵 と 別 に 管 理

もある。 することとした。 （税務課）

税務関係書類の機密性を考慮す

るならば、予備の鍵は、別の場所

で保管する必要がある。

(5 ) 滞 納 処 分 の 停 止 滞納処分の停止や、不納欠損処 指 摘 に あ る 溶 解 処 理 ま で 書 類 を

や 不 納 欠 損 処 理 の 理の際に収集した資料のように個 保 管 す る 場 合 、 処 分 さ れ ず に 保 管

際 に 収 集 し た 資 料 人 情 報 が 記 載 さ れ た も の に つ い さ れ る 期 間 が 長 期 化 さ れ て し ま

について て、現状では、その都度担当者が い 、 却 っ て 情 報 漏 洩 の リ ス ク が 向

シュレッダー処理しているが、他 上する。

の税務関係資料と同様に、溶解又 よ っ て 、 平 成 28年 度 か ら 、 保 存

は裁断処理し個人情報の保護に努 年 限 到 来 に よ り 大 量 に 書 類 を 裁 断

めるべきである。 す る 場 合 は 、 従 来 ど お り 職 員 立 会

い の も と に 裁 断 し 、 こ れ 以 外 は 、

不 要 書 類 発 生 の 都 度 、 複 数 職 員 立

会 い の 下 、 直 ち に 裁 断 す る こ と と

した。 （税務課）
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きない。

保管書類のリストを作成し、定

期的に書類の現物確認をすべきで

ある。

(2 ) 県 税 事 務 所 内 の 県税事務所内の保管庫（鍵の保 接 客 ス ペ ー ス と 書 類 保 管 庫 は 構

保管庫について 管庫も含む）で、鍵がかけられな 造 上 離 れ て い る の で 、 就 業 時 間 中

い よ う に な っ て い る 事 務 所 も あ に 外 部 か ら 侵 入 を 受 け る と い う 危

り、個人情報を含む書類の保管に 険 性 は 低 い と 考 え る 。 た だ し 、 就

つ い て 、 十 分 注 意 す る 必 要 が あ 業 時 間 外 に つ い て は 、 事 務 所 全 体

る。 へ の 施 錠 と 警 備 は 実 施 さ れ て い る

事務所全体について警備の外部 が 、 保 管 庫 の 施 錠 が さ れ て い な い

委託を行ってはいるが、最低限、 場 合 が あ っ た の で 、 よ り 安 全 性 を

就業時間外は鍵をかけておくべき 向 上 さ せ る た め 、 平 成 2 8 年 度 か

である。 ら 、 保 管 庫 の 施 錠 を 徹 底 し た 。

（税務課）

(3 ) 保 管 倉 庫 の 鍵 の 保管倉庫の鍵は、金庫内に保管 保 管 庫 の 施 錠 の 徹 底 を 実 施 す る

管理簿について されているが、鍵の管理簿が作成 上 で 、 鍵 の 管 理 厳 格 化 も 必 要 と な

されていない。 る こ と か ら 、 平 成 28年 度 か ら 、 鍵

税務関係書類の機密性を考慮す の 管 理 責 任 者 を 任 命 し て 、 鍵 の 持

るならば、倉庫の鍵をいつ誰が持 ち 出 し か ら 返 却 ま で 管 理 を 徹 底 し

ち出し、返却したかの管理簿を作 た。 （税務課）

成する必要がある。

(4 ) 倉 庫 の 予 備 の 鍵 倉庫の予備の鍵が、通常の鍵と 平 成 28年 度 か ら 、 予 備 の 鍵 に つ

の保管について 同じ金庫に保管されている事務所 い て 、 通 常 使 用 す る 鍵 と 別 に 管 理

もある。 することとした。 （税務課）

税務関係書類の機密性を考慮す

るならば、予備の鍵は、別の場所

で保管する必要がある。

(5 ) 滞 納 処 分 の 停 止 滞納処分の停止や、不納欠損処 指 摘 に あ る 溶 解 処 理 ま で 書 類 を

や 不 納 欠 損 処 理 の 理の際に収集した資料のように個 保 管 す る 場 合 、 処 分 さ れ ず に 保 管

際 に 収 集 し た 資 料 人 情 報 が 記 載 さ れ た も の に つ い さ れ る 期 間 が 長 期 化 さ れ て し ま

について て、現状では、その都度担当者が い 、 却 っ て 情 報 漏 洩 の リ ス ク が 向

シュレッダー処理しているが、他 上する。

の税務関係資料と同様に、溶解又 よ っ て 、 平 成 28年 度 か ら 、 保 存

は裁断処理し個人情報の保護に努 年 限 到 来 に よ り 大 量 に 書 類 を 裁 断

めるべきである。 す る 場 合 は 、 従 来 ど お り 職 員 立 会

い の も と に 裁 断 し 、 こ れ 以 外 は 、

不 要 書 類 発 生 の 都 度 、 複 数 職 員 立

会 い の 下 、 直 ち に 裁 断 す る こ と と

した。 （税務課）

　───────────────────────────────────────────────


